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  次 計画  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 専門性の高い教

員の確保・育成 

(1)大学等と連携し

た質の高い人材

の養成・確保と教

員の柔軟な配置 

① 東京教師養成塾を活用した人材養成[P.136] 

② 教員養成系大学等との連携による特別支援教育の推進 

[P.136]  

③ 特別支援学校教諭免許状の取得等による専門性の向上 

[P.137]  

④ 特別支援学校教諭免許状保有者の積極的な活用等[P.139]  

⑤ 異校種期限付異動による専門性の向上[P.140]  

⑥ 短期人事交流による専門性の向上[P.141]  

⑦ 特別支援学級での勤務経験を活用する異動の実施[P.141] 

(2)専門性の向上に

向けた研修等の

充実 

① 指導教諭を活用した教員全体の専門性の向上[P.144] 

② 特別支援教育に関する研修の充実[P.145]  

③ 島しょ地域の教員の専門性向上への支援[P.146]  

④ 知的障害特別支援学級の専門性向上に向けた支援[P.147] 

⑤ 区市町村教育委員会の特別支援教育担当指導主事及び特

別支援学級設置校管理職の専門性向上への支援[P.147] 

2 学校や区市町村

に対する総合的

な支援体制の充

実 

(1)特別支援教育の

充実に向けた学

校経営力の向上 

① 働き方改革の推進による学校教育の質の維持向上[P.149] 

② 特別支援学校における学校経営診断の実施による学校経

営支援[P.149]  

③ 東京都学校経営支援センターによる支援[P.150] 

(2)特別支援教育に

関する多様な支

援機能の充実 

① 特別支援学校のセンター的機能を生かした地域等への支

援[P.152]  

② 都教育委員会の指導主事等の派遣による支援[P.152]  

③ 東京学校支援機構（TEPRO）による学校への多角的な支援

[P.153]  

④ 合理的配慮の適切な提供に向けた支援[P.154]  

⑤ 発達障害教育に関する教員等への支援[P.155]  

⑥ 教員による特別支援教育に係る研究活動の活性化[P.155] 

(3)特別支援教育に

関する就学相談

及び教育相談等

の機能の充実 

① 就学相談の機能充実[P.157]  

 

② 東京都教育相談センターにおける相談の充実[P.161] 

3 関係機関等との

連携強化及び特

別支援教育の理

解促進 

(1)一貫した指導・支

援の充実に向け

た関係機関等と

の連携強化 

① 就労支援（企業開拓）チームによる企業開拓[P.163]  

② 企業向けセミナー等の開催[P.164]  

③ 民間等の活用による企業開拓[P.164]  

④ 特別支援学校卒業生の職場定着支援[P.165]  

⑤ 学校と地域とのつながりの強化[P.166] 

(2)共生社会の実現

に向けた特別支

援教育の理解促

進 

① 特別支援学校の授業公開や公開講座等の実施を通じた理

解促進[P.168]  

② 特別支援学校と地域の小学校、中学校、高校等との学校

間交流及び共同学習[P.169] 

③ 都民の理解の促進[P.169] 

 

掲載場所 作品名 氏名 学校名・学部・学年
上段左 花瓶に花束 漆崎　隆成 都立東久留米特別支援学校高等部 2 年
上段中央 空想画 小川　駿 都立八王子西特別支援学校高等部 1 年
上段右 雨と龍 久保　陽織 都立水元特別支援学校小学部 2 年
下段左 しまうま 中屋　慶政 都立北特別支援学校高等部 2 年
下段中央 書の作品「星」 戸張　瑠七 都立志村学園中学部 2 年
下段右 ドロ遊び 角谷　周洋 都立永福学園高等部 2 年

第 2 部
第二次実施計画の具体的な展開

第１章（施策の方向性Ⅰ）
　特別支援学校における特別支援教育の充実

第２章（施策の方向性Ⅱ）
　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実　 小学校、中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実

第３章（施策の方向性Ⅲ）
　変化・進展する社会に対応した特別支援教育の推進

第４章（施策の方向性Ⅳ）
　特別支援教育を推進する体制の整備・充実
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第１章（施策の方向性Ⅰ）
特別支援学校における特別支援教育の充実
１　主体的・積極的な社会参画に向けた個に応じた指導・支援の充実
２　多様な教育ニーズに応える特色ある学校づくりの推進
３　質の高い教育を支える教育環境の整備・充実
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掲載場所 作品名 氏名 学校名・学部・学年
上段左 ジュラシックワールドに来たわたし 小山　嵩晃 都立大塚ろう学校小学部 3 年
上段中央 ミイラ 五郎丸　侑希 都立臨海青海特別支援学校小学部 2 年
上段右 写し絵「八王子の昔話・盆ぐもさま」 

原画
水野　瑛太 都立八王子東特別支援学校高等部 1 年

中段左 アルコール Z 生田目　佑輝 都立臨海青海特別支援学校中学部 1 年
中段右 今の気持ちを形に 

～将来の仕事について悩む私～
佐藤　隆峰 都立大塚ろう学校小学部 6 年

下段中央 きらめく水 野口　弘貴 都立中野特別支援学校高等部 3 年

第１章（施策の方向性Ⅰ）
特別支援学校における特別支援教育の充実
１　主体的・積極的な社会参画に向けた個に応じた指導・支援の充実
２　多様な教育ニーズに応える特色ある学校づくりの推進
３　質の高い教育を支える教育環境の整備・充実
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34 
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 画  

 

 

 

都教育委員会では、都立特別支援学校において児

童・生徒等一人一人の障害の状態等に応じたきめ細

かな指導を行うことができるよう、学校生活支援シ

ート14（個別の教育支援計画）及び個別指導計画15の

作成と活用を促進してきました。 

新しい特別支援学校の学習指導要領では、各特別

支援学校において、児童・生徒等や学校、地域の実

態を適切に把握し、①教育の目的や目標の実現に必

要な教育の内容等を教科等横断的な視点16で組み立

てていくこと、②教育課程の実施状況を評価してそ

の改善を図っていくこと、③教育課程の実施に必要

な人的又は物的な体制を確保するとともにその改

善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づ

き組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向

上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジ

メント」という。）に努めるよう求めています。 

また、カリキュラム・マネジメントの充実に向け、個別指導計画の実施状況の評価

と改善を教育課程の評価と改善につなげていくことも、あわせて示しています。 

このことを踏まえ、個別指導計画と教育課程のそれぞれの評価と改善をつなげてい

く仕組みを確実なものとしていく必要があります。 

 
14 本人や保護者の希望を踏まえて、教育・保健・医療・福祉等が連携して児童・生徒等を支援していく長期計画。本人や保護

者に対する支援に関する必要な情報が記載され、乳幼児期から学校卒業後までの一貫性のある支援を行っていくためのツール

である。学習指導要領では「個別の教育支援計画」という名称が用いられているが、都では、児童・生徒等の学校生活を支え

ることが支援の中核になることから、「学校生活支援シート」と呼んでいる。 
15 学校生活支援シートに示された学校での支援を具体化した指導の計画。児童・生徒等一人一人の障害の状態等に応じたきめ

細かな指導を行うことができるよう、より具体的に指導目標や指導内容・方法を設定し作成するもの。学習指導要領では「個

別の指導計画」という名称が使われているが、都では「個別指導計画」と呼んでいる。 
16 教科等ごとの枠の中で資質・能力の育成を目指すことのみならず、幅広い学習や生活の場面で活用できる力を育むことを目

指すためにねらいを具体化したり、他の教科等における指導との関連付けを図ろうとする視点のこと。また、児童・生徒の

日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の資質・能力や、豊かな人生の

実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に照らして必要となる資質・能力を、それぞれ

の教科等の役割を明確にしながら育んでいこうとする視点のこと。 

 

 

 計画  

学校生活支援 ー  

Ｐ1

フリガナ 性　別

氏　　名

保護者氏名

緊急連絡先

愛の手帳 度

身障手帳 　種　　級

障害の様子

校長名

担任名

障 害 名

学校生活支援シート
（個別の教育支援計画）

（平成 年 月交付）

（平成 年 月交付）

平成　年度作成

１　学校生活への期待や成長への願い（こんな学校生活がしたい、こんな子供（大人）に育ってほしい、など）

本人から

本　人

生年月日

平成　年 　月 　日生

住　　所

保護者から

学校

備考

２  現在のお子さんの様子（得意なこと・頑張っていること、不安なことなど）

３　支援の目標　

　学校の指導・支援 　家庭の支援
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 画  

 

 

 

都教育委員会では、都立特別支援学校において児

童・生徒等一人一人の障害の状態等に応じたきめ細

かな指導を行うことができるよう、学校生活支援シ

ート14（個別の教育支援計画）及び個別指導計画15の

作成と活用を促進してきました。 

新しい特別支援学校の学習指導要領では、各特別

支援学校において、児童・生徒等や学校、地域の実

態を適切に把握し、①教育の目的や目標の実現に必

要な教育の内容等を教科等横断的な視点16で組み立

てていくこと、②教育課程の実施状況を評価してそ

の改善を図っていくこと、③教育課程の実施に必要

な人的又は物的な体制を確保するとともにその改

善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づ

き組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向

上を図っていくこと（以下「カリキュラム・マネジ

メント」という。）に努めるよう求めています。 

また、カリキュラム・マネジメントの充実に向け、個別指導計画の実施状況の評価

と改善を教育課程の評価と改善につなげていくことも、あわせて示しています。 

このことを踏まえ、個別指導計画と教育課程のそれぞれの評価と改善をつなげてい

く仕組みを確実なものとしていく必要があります。 

 
14 本人や保護者の希望を踏まえて、教育・保健・医療・福祉等が連携して児童・生徒等を支援していく長期計画。本人や保護

者に対する支援に関する必要な情報が記載され、乳幼児期から学校卒業後までの一貫性のある支援を行っていくためのツール

である。学習指導要領では「個別の教育支援計画」という名称が用いられているが、都では、児童・生徒等の学校生活を支え

ることが支援の中核になることから、「学校生活支援シート」と呼んでいる。 
15 学校生活支援シートに示された学校での支援を具体化した指導の計画。児童・生徒等一人一人の障害の状態等に応じたきめ

細かな指導を行うことができるよう、より具体的に指導目標や指導内容・方法を設定し作成するもの。学習指導要領では「個

別の指導計画」という名称が使われているが、都では「個別指導計画」と呼んでいる。 
16 教科等ごとの枠の中で資質・能力の育成を目指すことのみならず、幅広い学習や生活の場面で活用できる力を育むことを目

指すためにねらいを具体化したり、他の教科等における指導との関連付けを図ろうとする視点のこと。また、児童・生徒の

日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の資質・能力や、豊かな人生の

実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に照らして必要となる資質・能力を、それぞれ

の教科等の役割を明確にしながら育んでいこうとする視点のこと。 

 

 

 計画  

学校生活支援 ー  
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このため、都教育委員会では、個別指導計画に基づいて児童・生徒等に が に付

いたかという学習の成 を的確に え、これを教育課程の評価と改善につなげる方法

を するため、新たに 委員会を設 します。 

また、この 委員会では、教育活動の質の向上や、学習の の 化につなが

るように、特別支援学校の学習指導要領に示された内容を て り う各教科と、

個々の児童・生徒等の実態に応じて必要な 目を 定して り う 立活動17の目標

設定に る の いを踏まえ、個別指導計画を作成する方法についても、あわせて

します。 

さらに、 については、個別指導計画等の作成・活用に関する きとして

まとめ、都立特別支援学校に 及していきます。 

 

 

都立視 障害、 障害、 体 及び 特別支援学校には、 学校、中学校

及び 等学校に ずる教育を行う教育課程18（以下「 ずる教育課程」という。）を

する児童・生徒が しています。これらの児童・生徒の学力を向上し、希望する

進 を実現できるようにするためには、都立特別支援学校の教員が、 ・中学校及び

都立 校等における教科指導と 等の指導 や 業力を に付け、 ・中学 及び

等 それぞれにおいて、指導内容・方法を充実させていく必要があります。 

このため、都立特別支援学校の教員の指導 や 業力を向上させていくことを目

的に、 ・中学校及び都立 校等との連携を にして、教科指導についての 的な

情報 ・情報 を行

うため、 成 29 か

ら、 ル校として指定

した ずる教育課程を

成する都立特別支援

学校 校において、それ

ぞれ地域の ・中学校及

び都立 校等を「 業

 
17 個々の児童・生徒等が 立を目指し、障害による学習上又は生活上の を 体的に改善・ するために必要な 、

能、態 及び習 を い、もって の 的発 の基盤を うために、特別支援学校の学習指導要領に示された領域の名

称。健 の保 、 的な 定、人 関 の形成、 の把握、 体の動き、 ュ ーシ ンの つの がある。 
18 視 障害、 障害、 体 及び 特別支援学校において、学校教育法 72 に基づき ・中学校又は 校に ず

る教育を行う教育課程。「 ずる」とは各教科等の目標・内容が、 として ・中学校又は 校と であることを す

る。 

②  

都 特別支援学校と授業研究連携校との連携 ー  

A 特別支援学校 小学校

中学校

高等学校

授業研究連携校との連携

B 特別支援学校

特別支援学校間の連携 プラン

プラン

プランプラン
推進プラン
授業改善

第
２
部 

第
１
章
（
施
策
の
方
向
性
Ⅰ
） 　

 

特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
特
別
支
援
教
育
の
充
実
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連携校19」に指定し、 業 連携校における各教科の 業 と、各都立特別支

援学校の 業 に に教員が できる 会を充実させるなどの 組を 進し

ました。 

都教育委員会では、 にこれらの成 を指導

資 「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向けて」

にまとめ、 ずる教育課程を 成する都立特別支援学校

校での ・ 及を図るとともに、各校における 業

連携校との 組による 業改善を 進しています。 

具体的には、特別支援学校 の 業改善 進 ラン20

を作成し、 ずる教育課程を 成する都立特別支援学校

校での活用を 進しました。 

また、 内教育における ずる教育課程については、

立活動の り方を 指定校で するとともに、実

を み上げて、 に指導資 「障害のあ

る児童・生徒の学びを支える特別支援教育の充実」を作

成し、その成 を 及させました。 

後は、 ずる教育課程を する児童・生徒の学力

の なる向上を図り、希望する進 を実現できるように

するため、都立特別支援学校の教員の指導 や 業力

の一 の充実を図っていきます。 

そのため、 き き ずる教育課程を 成する都立特

別支援学校において、 に作成した指導資 に

より、 業改善 進 ランの作成及び活用を 進すると

ともに、 業 連携校の指定を していきます。 

また、 ・中学校等が する 会などに都立特別

支援学校の教員の を促進することなどを通して、教

科指導の方法や教 等における教員の 性が一

まるようにします。 

なお、特別な支援が必要な児童・生徒等に関する 言を、連携 の都立特別支援学

校から日 的に られるようにすることにより、 ・中学校等においてもこの連携が

なものとなるようにしていきます。 

 
19 教科指導の 性や教 などの充実を図るため、都立特別支援学校と地域の 学校等のう 、日 から児童・生徒 の

及び 学習を通して連携を図っている学校のこと。 
20 都内 ての 立 ・中学校において作成している 業改善を図るための計画。 や都の学力 の 等を基に、児童・生

徒の学力の実態を し、課題に応じた具体的な方 等を示している。 

授業改 推進 ンの様  

都立特別支援学校 授業改善推進プラン（様式例） 
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２ 授業改善の目標（学校経営計画の授業改善に関わる要点等） 

 

 

 

 

 

 

３ 授業改善に向けた視点 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 関係機関等との連携 

 
 

 

 

○教育課程編成上の工夫 

 

 

○指導方法・指導体制の工夫 

 

 

○評価活動の工夫 

 

 

○校内における研究や研修の工夫 

 

 

○家庭や地域社会との連携の工夫 

○授業研究連携校 

 

 

○その他の関係機関等 
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平成 29 年度～令和２年度
東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画に基づく
特 別 支 援 学 校 に お け る 特 別 支 援 教 育 の 充 実 事 業 指 導 資 料

１　特別支援学校における準ずる教育課程の教育内容・方法の充実事業
２　知的障害と視覚障害や聴覚障害を併せ有する幼児・児童・生徒の指導内容・方法の充実事業
３　言語活動及び読書活動の充実事業

36



36 
  31 

連携校19」に指定し、 業 連携校における各教科の 業 と、各都立特別支

援学校の 業 に に教員が できる 会を充実させるなどの 組を 進し

ました。 

都教育委員会では、 にこれらの成 を指導

資 「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向けて」

にまとめ、 ずる教育課程を 成する都立特別支援学校

校での ・ 及を図るとともに、各校における 業

連携校との 組による 業改善を 進しています。 

具体的には、特別支援学校 の 業改善 進 ラン20

を作成し、 ずる教育課程を 成する都立特別支援学校

校での活用を 進しました。 

また、 内教育における ずる教育課程については、

立活動の り方を 指定校で するとともに、実

を み上げて、 に指導資 「障害のあ

る児童・生徒の学びを支える特別支援教育の充実」を作

成し、その成 を 及させました。 

後は、 ずる教育課程を する児童・生徒の学力

の なる向上を図り、希望する進 を実現できるように

するため、都立特別支援学校の教員の指導 や 業力

の一 の充実を図っていきます。 

そのため、 き き ずる教育課程を 成する都立特

別支援学校において、 に作成した指導資 に

より、 業改善 進 ランの作成及び活用を 進すると

ともに、 業 連携校の指定を していきます。 

また、 ・中学校等が する 会などに都立特別

支援学校の教員の を促進することなどを通して、教

科指導の方法や教 等における教員の 性が一

まるようにします。 

なお、特別な支援が必要な児童・生徒等に関する 言を、連携 の都立特別支援学

校から日 的に られるようにすることにより、 ・中学校等においてもこの連携が

なものとなるようにしていきます。 

 
19 教科指導の 性や教 などの充実を図るため、都立特別支援学校と地域の 学校等のう 、日 から児童・生徒 の

及び 学習を通して連携を図っている学校のこと。 
20 都内 ての 立 ・中学校において作成している 業改善を図るための計画。 や都の学力 の 等を基に、児童・生

徒の学力の実態を し、課題に応じた具体的な方 等を示している。 

授業改 推進 ンの様  
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特別支援学校の学習指導要領には、障害による学習上又は生活上の の改善・

を目的とした指導の領域として「 立活動」が 付けられています。 

立活動を とする教育課程については、 都特別支援教育 進計画 次実施

計画の成 に基づき、都立 体 特別支援学校において、障害の程 や特性に応

じた指導の が図られました。 

また、障害の い児童・生徒の言語能力の向上を図るため、指導内容の の作

成や個別指導の ントの を行うとともに、 組の成 を に指導資

「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向けて」にまとめ、各都立特別支援学校に

しました。これにより、各教科等の指導において、言語能力を める指導の充実

が図られています。 

新しい特別支援学校の学習指導要領において、 的障害のある児童・生徒のための

各教科等の目標や内容が より具体的に示されたことを踏まえ、 後は 立活動を

とする教育課程においても、各教科等の目標や内容を り うことを に し

ていく必要があります。 

そのため、 立活動を とする教育課程の 成に して、各教科等の目標や内容を

能な り り えるよう、障害の程 が の児童・生徒に対する各教科等の指導

内容の 及び指導方法の を図るとともに、 を して各都立特別支援学

校に していきます。 

 

 

2020 リン ・ ラリン 会 後も、 なる ー ル化

の進 に い、児童・生徒等が

人や の 化、 の言語に

する 会はますます して

いくことが 定されています。こ

うした状況を踏まえると、都立特

別支援学校においても、 解

教育21を一 進していく必要

があります。 

 
21 化が進 する中で、広い視 とともに、 化に対する 解や なる 化をもつ人々と に していく態 などを育

成する教育 

  

  

都 特別支援学校における 理解教育の  

 
 

- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校における国際理解教育、外国語教育とは 
 

合わせた指導」ではなく、各教科及び領域の指導を基本とすることが望ま

しい。自閉症･情緒障害学級においては、東京都教育委員会が知的障害特別

支援学校に位置づけた「社会性の学習」（※１）をそのまま導入することは

適切ではなく、障害に配慮した指導として自立活動の時間を設定し、その中

で、「社会性の学習」を参考にした自立活動の指導を行うことが望ましい。 

(1) 児童･生徒が主体的に取り組むことができるような活動を設定するととも

に、学習活動に見通しをもてるようにしていくことや学習したことの結果

を分かりやすくするなどの工夫をして指導する。 

(2) 児童･生徒の障害の状態や実態に応じて、基本的な生活習慣を確立すること

や正しい言葉のやり取りを獲得すること、自分の意思を適切に伝えること、

相手の立場に立って考える等の指導を自立活動の時間における指導との密

接な関連を図り指導する。 

 

１ 

社会の急速なグローバル化の進展の中で、現在、国際理解教育をこれまで以上に充実

し、多様な文化や言語への理解を深めることで、国際社会で交流・活躍できる人材を育

成・輩出していくことが求められています。 

国際化が進展する中で、広い視野とともに、異文化に対する理解や異なる文化もつ人々

と共に協調していく態度などを育成することは、子供たちにとって極めて重要なことで

す。こうした国際理解教育は、各教科、特別の教科 道徳、特別活動、総合的な学習の

時間等を含めた学校の教育活動全体の中で取り組むことが大切です。その際、それぞれ

の教科等における学習の関連を常に意識するなど、国際理解教育の視点から授業に広が

りと深まりをもたらすことが必要です。 

特別支援学校においては、実際に起こっている身近な出来事や人との関りの中で事象

を捉えたり、外国語やその背景にある文化について体験的に理解したりしていくように

国際理解教育を進めることが重要です。そのため、都立特別支援学校では、オリンピッ

ク・パラリンピック教育、外国人英語等教育補助員の活用や TOKYO GLOBAL GATEWAY

（TGG）の活用等を行うとともに、外国語教育をこれまで以上に充実させ、多様な文化

や言語への理解につながる国際理解教育が進められています。 

 

◆都立特別支援学校で取り組まれている国際理解教育の例 

① 国際理解教育とは 
 

オリンピック・パラリンピック教育（世界の給食）        
給食メニューに各国の料理を導入し、その国の「面積、言語、人口、首都、通貨、世界遺産、料理・

食べ物等」の情報をプリントで学級に配布し、外国文化への理解を深めています。 
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現 、各都立特別支援学校が設定している 的な学習の （ 等 においては

的な の ）においては、各学校が目標を

実現するのに さわしい 課題を設定していま

す。この 課題について、学習指導要領の解 で

は、現代的な諸課題に対応する横断的・ 的な課

題として 解を 課題として り上げるこ

との に れています。都教育委員会は、これら

を にしながら、 解を の課題として

え、よりよい解決に向けて行動することができるよ

う、各都立特別支援学校に 組を促していきます。 

 

 

言語は、 や 等の 的活動のみならず、

ュ ーシ ンや 性・情 を育むために 要な

役割を たしています。また、児童・生徒等の学習

活動を支える 要な役割を たすものであり、 て

の教科等における資質・能力の育成や学習の基盤と

なるものです。そのため、新しい学習指導要領では

学習の基盤となる資質・能力に 付けられ、 語

科を要としつつ教育課程 体を見 した組織的・計

画的な 組が求められています。 

言語に関する能力を育成するに たり、 活動

が 的な方法の一つであることから、日 的に

に しみ、 をより豊かなものにするための指

導や、学校図 の充実等により、児童・生徒等が

をする を えていく必要があります。 

都教育委員会では、 指定校におけるこれまで

の れた教育実 を ・ し、都立特別支援学

校における学校図 等の や活用方 、 指

導の充実に向けた 組 等を に指導

資 「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向け

て」にまとめ、都立特別支援学校に するととも

  

都 特別支援学校での か 会  

都 特別支援学校高等 生 の 理
解教育に関する校 学習の様  

都 特別支援学校の の  
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現 、各都立特別支援学校が設定している 的な学習の （ 等 においては

的な の ）においては、各学校が目標を

実現するのに さわしい 課題を設定していま

す。この 課題について、学習指導要領の解 で

は、現代的な諸課題に対応する横断的・ 的な課

題として 解を 課題として り上げるこ

との に れています。都教育委員会は、これら

を にしながら、 解を の課題として

え、よりよい解決に向けて行動することができるよ

う、各都立特別支援学校に 組を促していきます。 

 

 

言語は、 や 等の 的活動のみならず、

ュ ーシ ンや 性・情 を育むために 要な

役割を たしています。また、児童・生徒等の学習

活動を支える 要な役割を たすものであり、 て

の教科等における資質・能力の育成や学習の基盤と

なるものです。そのため、新しい学習指導要領では

学習の基盤となる資質・能力に 付けられ、 語

科を要としつつ教育課程 体を見 した組織的・計

画的な 組が求められています。 

言語に関する能力を育成するに たり、 活動

が 的な方法の一つであることから、日 的に

に しみ、 をより豊かなものにするための指

導や、学校図 の充実等により、児童・生徒等が

をする を えていく必要があります。 

都教育委員会では、 指定校におけるこれまで

の れた教育実 を ・ し、都立特別支援学

校における学校図 等の や活用方 、 指

導の充実に向けた 組 等を に指導

資 「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向け

て」にまとめ、都立特別支援学校に するととも

  

都 特別支援学校での か 会  

都 特別支援学校高等 生 の 理
解教育に関する校 学習の様  

都 特別支援学校の の  
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に、 ン ト22を するなど、 に しむ活動の 進を図ってきました。 

後は、この指導資 を活用し、都立特別支援学校における言語活動及び 活動

の充実を促進していきます。 

また、 き き 指定校を設けて、 の や 活動の充実を に 進

し、その成 を実 にまとめて、各都立特別支援学校に 及させていきます。 

 

 

特別支援学校 学 ・中学 の学習指導要領の改

で、 学 の児童が ラ ン を体 しなが

ら、 ン ュー に 図した を行わせるために

必要な、 的 力を に付けるための学習活動

が新たに示されました。  

学 を設 する都立特別支援学校では、教育課

程 体を見 しながら、 ラ ン を実施する

を 付けていく学 や教科を決定する必要

があり、 後、これらの学習活動の充実を図ってい

く必要があります。 

そのため、これらについて する「 ラ ン 教育 進委員会（ 称）」を設

し、指導方法の 発や の を行うとともに、学校 の情報 を図ってい

きます。 

 

 

 障害教育における学習用 タ 教 を用いた指導方 の研究 

後 -1-(1)-②- （P.110）  

 

 障害教育における 保障の タ 化の推進 

後 -1-(2)-②（P.116）  

 

 

 

 
22 本の （ ）とは、その本のよさや面 さ、お めの ント等について、言 や ラ ト等を用いて するも

のである。都教育委員会では を用いて他者に本を することを通して、言語能力を育むことを目指して に

「  都立特別支援学校 ン ト」を した。 

  

  

都 特別支援学校における  
ミン 教育の様  
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新しい特別支援学校の学習指導要領では、 的障害のある児童・生徒のための各教

科等の目標や内容が、「 及び 能」・「 力、 断力、 現力等」・「学びに向かう

力、人 性等」という育成を目指す資質・能力の つの によって新たに されま

した。このことを踏まえ、都立 的障害特別支援学校 ・中学 においては、特別支

援学校の学習指導要領に示された内容が確実に に付くよう、教育課程の 成を

する必要があります。 

また、都立 的障害特別支援学校 等 通科においては、教育課程の 化23を

行っていますが、 くの学校は、都立 的障害特別支援学校の 等 業 科24及

び 能 発科25の設 が進む以 からの を しています。 的障害の程 が

から中 の生徒の くが 等 業 科及び 能 発科に進学している現状を

踏まえ、 等 通科に する生徒の障害の状態等に わせた の を す

る必要があります。 

これらのことから、新しい特別支援学校の学習指導要領の を踏まえ、都立 的

障害特別支援学校 ・中学 の教育課程の 成の方 を見 します。 

また、都立 的障害特別支援学校 等 通科における教育課程の 化の え方

を示すため、これらについて する「 通科 化 委員会（ 称）」を設 し、

等 通科の教育課程の の り方を見 します。 

 

 

的障害特別支援学校に する児童・生徒の障害の状態等は個人 が きいこと

から、特別支援学校の学習指導要領では、 的障害特別支援学校の各教科等の目標及

び内容について、学 ではなく、 によって示しています。 

都立 的障害特別支援学校においては、個々の児童・生徒の障害の状態等を踏まえ

て、具体的な指導目標や指導内容を定め、個別に学習課題を設定するなどして、個に

応じた指導を充実させてきました。 

都立 的障害特別支援学校に する児童・生徒の障害の 化に対して、 後は、

標 化された発 による把握が な、障害の程 が中 から の 的障害の

 
23 等 における教育課程の 成の の一つ。生徒の障害の状態や特性及び の発 の 等に応じた の を設

け、生徒は した に応じて、 の が設定している各教科・科目（ 的障害特別支援学校の場 は各教科）を

する。 
24 的障害が い生徒を対 に、生徒の 業的 立と社会 に向けて必要な 的 業教育を行うことを目的とする学科 
25 的障害が から中 の生徒を対 に、基 的な 業教育を実施し、 業生活に必要な を 行する能力を 発・ 長

することを目的とする学科 
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新しい特別支援学校の学習指導要領では、 的障害のある児童・生徒のための各教

科等の目標や内容が、「 及び 能」・「 力、 断力、 現力等」・「学びに向かう

力、人 性等」という育成を目指す資質・能力の つの によって新たに されま

した。このことを踏まえ、都立 的障害特別支援学校 ・中学 においては、特別支

援学校の学習指導要領に示された内容が確実に に付くよう、教育課程の 成を

する必要があります。 
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これらのことから、新しい特別支援学校の学習指導要領の を踏まえ、都立 的

障害特別支援学校 ・中学 の教育課程の 成の方 を見 します。 

また、都立 的障害特別支援学校 等 通科における教育課程の 化の え方

を示すため、これらについて する「 通科 化 委員会（ 称）」を設 し、

等 通科の教育課程の の り方を見 します。 

 

 

的障害特別支援学校に する児童・生徒の障害の状態等は個人 が きいこと

から、特別支援学校の学習指導要領では、 的障害特別支援学校の各教科等の目標及

び内容について、学 ではなく、 によって示しています。 

都立 的障害特別支援学校においては、個々の児童・生徒の障害の状態等を踏まえ

て、具体的な指導目標や指導内容を定め、個別に学習課題を設定するなどして、個に

応じた指導を充実させてきました。 

都立 的障害特別支援学校に する児童・生徒の障害の 化に対して、 後は、

標 化された発 による把握が な、障害の程 が中 から の 的障害の

 
23 等 における教育課程の 成の の一つ。生徒の障害の状態や特性及び の発 の 等に応じた の を設

け、生徒は した に応じて、 の が設定している各教科・科目（ 的障害特別支援学校の場 は各教科）を

する。 
24 的障害が い生徒を対 に、生徒の 業的 立と社会 に向けて必要な 的 業教育を行うことを目的とする学科 
25 的障害が から中 の生徒を対 に、基 的な 業教育を実施し、 業生活に必要な を 行する能力を 発・ 長

することを目的とする学科 
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児童・生徒の学力面の状況を適切に把握し、実態に応じた指導内容を 定して指導計

画を定め、教員 や保護者との 通の方 の下で指導できるようにするための指標が

必要です。 

そこで、都立 的障害特別支援学校において児童・生徒の学習状況や 等を的確

に把握し、その に基づいて り う各教科等の目標を決め、 適な内容を設定す

るための「学習支援 メント26（特別支援学校 ）（ 称）」の 発に向け、作成委

員会を設 し を行います。 発に たっては、特別支援学校の学習指導要領に示

す各教科等の内容を としながら、児童・生徒の 成状況を的確に把握できるよう、

基 の示し方を していきます。 

なお、「学習支援 メント（特別支援学校 ）( 称)」は、 的障害以 の都立

特別支援学校に する、 的障害を せ する児童・生徒にも活用できるようにし

ます。 

 

 

教育 にある 的障害特別支援学校の ・中学 については、特別支援学校

学 ・中学 の学習指導要領において の 業 の標 が定められています。

一方、その内 となる各教科等の 業 は各 的障害特別支援学校で適切に定める

こととなっており、学校 で教科等ごとの 業 に が生じている状況があります。 

また、 的な指導方法を した として、必要に応じて各教科等を わせて

指導ができることになっていますが、これも 的障害特別支援学校ごとに設定の仕方

に いが見られます。 

的障害特別支援学校の教育課程が学校ごとに なるのは、児童・生徒の障害の状

態や特性及び の発 の 等 びに学校や地域の実態がそれぞれ なることに

よるものです。しかし、 じ 教育 である ・中学校において教科等ごとの

の 業 が 定されていることを踏まえると、都立 的障害特別支援学校におい

ても、各教科等の 業 の設定の を明らかにしながら教育課程を 成する必要

があります。 

このため、 委員会を設 し、都立 的障害特別支援学校の ・中学 の教科指

導と各教科等を わせた指導の関 や え方を します。各教科等を わせた指導

については、カリキュラム・マネジメントの え方に基づき、設定の を明らかに

しながら を 成できるようにします。 

 
26 には、標 化された 法等を用いて、児童・生徒等の障害の状態や発 の 、 能 等を把握することやその方

法を指す。広 には、児童・生徒の障害の状態等を把握することやその方法を す。 
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また、基となる各教科等の内容や設定する 業 の も明確になるようにしま

す。 

さらに、 の を するために、 指定校を指定して実 を行います。 

あわせて、都立 的障害特別支援学校では、 通学 における 立活動について、

各教科等を わせた指導の中で うこととしてきましたが、この 立活動の指導の

り方についても を行います。 

の成 は、 的障害以 の都立特別支援学校に する、 的障害を せ す

る児童・生徒にも活用できるようにします。 

なお、 を せ する児童・生徒も している現状を踏まえ、 の

特性を踏まえた指導についても、 き き充実を図っていきます。 

 

 

内 問教育においては、教員による指導は 日・ を基本としてい

ましたが、 成 29 から、 する児童・生徒の学習支援を行う 教育支援員27

を するとともに、 ト を活用することにより、学習の 会を

日・ まで充実しました。 

また、 内 教 においては、 療や体 等を に から ることができな

い児童・生徒と 教 をつなげるなど、 する児童・生徒の状況に応じた学びの実

現を図るため、 から 内 教 に トを しています。 

一方、 においては、長期の を要する生徒に対する 業について、 校

では、 には 等に教員を必ずしも する必要がなくなり、 に

は する に上 を設けないなどの制 改 が行われました。 

後も、 教育支援員を児童・生徒の する するとともに、 の制

改 の を踏まえ、 ト や ト等の ジ ル を活用する

ことにより、児童・生徒の学習を支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 
27 都立特別支援学校の 内 問教育において、児童・生徒が している 等 向き、 教員と連携して児童・生徒

の学習支援を行う 員 
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また、基となる各教科等の内容や設定する 業 の も明確になるようにしま

す。 

さらに、 の を するために、 指定校を指定して実 を行います。 

あわせて、都立 的障害特別支援学校では、 通学 における 立活動について、

各教科等を わせた指導の中で うこととしてきましたが、この 立活動の指導の

り方についても を行います。 

の成 は、 的障害以 の都立特別支援学校に する、 的障害を せ す

る児童・生徒にも活用できるようにします。 

なお、 を せ する児童・生徒も している現状を踏まえ、 の

特性を踏まえた指導についても、 き き充実を図っていきます。 

 

 

内 問教育においては、教員による指導は 日・ を基本としてい

ましたが、 成 29 から、 する児童・生徒の学習支援を行う 教育支援員27

を するとともに、 ト を活用することにより、学習の 会を

日・ まで充実しました。 

また、 内 教 においては、 療や体 等を に から ることができな

い児童・生徒と 教 をつなげるなど、 する児童・生徒の状況に応じた学びの実

現を図るため、 から 内 教 に トを しています。 

一方、 においては、長期の を要する生徒に対する 業について、 校

では、 には 等に教員を必ずしも する必要がなくなり、 に

は する に上 を設けないなどの制 改 が行われました。 

後も、 教育支援員を児童・生徒の する するとともに、 の制

改 の を踏まえ、 ト や ト等の ジ ル を活用する

ことにより、児童・生徒の学習を支援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 
27 都立特別支援学校の 内 問教育において、児童・生徒が している 等 向き、 教員と連携して児童・生徒

の学習支援を行う 員 
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教育における支援の  

＜訪問先病院＞

＜分教室＞ ＜前籍校＞

交流活動への参加等授業中継・行事参加等

教員による訪問教育

（病弱教育支援員の業務）

・学習支援

・デジタル機器の操作支援

・病院や前籍校との

連絡調整

など
病弱教育支援員と

デジタル機器の活用による学習
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

 

 
計画

 

（新規事業） ・検討委員会にお
いて充実策を検討 

 
 
・「手引き」の作成 

・教育課程説明会
等で「手引き」を説
明し、次年度以降
の活用を促進 

 
 

指導資料を作成し、
都立特別支援学校
等に配布し周知 

・授業研究連携校
の拡大と交流の活
性化 
・好事例を共有し、
各学校の「プラン」
の改善を促進  

  

 
 

（新規事業） ・各校の教育課程
の分析と現状整理 
・各校の年間指導
計画の収集と好事
例の抽出 

・指導資料の作成 
・教育課程説明会
での周知 
・各学校へ指導・助
言 

 

  

・指導資料の周知 
・教育課程説明会で
国際理解教育の充
実に向け説明 

・総合的な学習の
時間（総合的な探
求の時間）を核とし
た国際理解教育の
推進 

 
 
 
 
・各学校の取組状
況を把握・周知 

 

 
 

・指導資料を作成
し、都立特別支援学
校等に配布し周知 
・ＰＯＰコンテストの
開催により、読書に
親しむ活動を推進 

・研究指定校を指定 
 
・読書環境の整備
や読書活動の充実
を更に推進 

・令和４年度とは別
の研究指定校を指
定 

・令和５年度とは
別の研究指定校を
指定 
 
 
 
・実践事例集の作
成と周知、各学校
への指導・助言 

 
 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・推進委員会を設
置し、指導方法の
開発や好事例の収
集を実施  

 

・推進委員会の成
果を全都立特別
支援学校へ普及 

 
  

  

 

 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・指導方法の開発 
 

  
 
 
 
・研究成果を各校
に周知 

 

 

（新規事業） デジタル式集団補
聴システムや音声
情報を文字化する
アプリケーションの
導入・活用 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

 

 
計画
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いて充実策を検討 

 
 
・「手引き」の作成 

・教育課程説明会
等で「手引き」を説
明し、次年度以降
の活用を促進 

 
 

指導資料を作成し、
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等に配布し周知 

・授業研究連携校
の拡大と交流の活
性化 
・好事例を共有し、
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計画の収集と好事
例の抽出 
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・教育課程説明会
での周知 
・各学校へ指導・助
言 

 

  

・指導資料の周知 
・教育課程説明会で
国際理解教育の充
実に向け説明 

・総合的な学習の
時間（総合的な探
求の時間）を核とし
た国際理解教育の
推進 

 
 
 
 
・各学校の取組状
況を把握・周知 

 

 
 

・指導資料を作成
し、都立特別支援学
校等に配布し周知 
・ＰＯＰコンテストの
開催により、読書に
親しむ活動を推進 

・研究指定校を指定 
 
・読書環境の整備
や読書活動の充実
を更に推進 

・令和４年度とは別
の研究指定校を指
定 

・令和５年度とは
別の研究指定校を
指定 
 
 
 
・実践事例集の作
成と周知、各学校
への指導・助言 

 
 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・推進委員会を設
置し、指導方法の
開発や好事例の収
集を実施  

 

・推進委員会の成
果を全都立特別
支援学校へ普及 

 
  

  

 

 

ＩＣＴ機器を積極的
に活用した教育の
充実 

・指導方法の開発 
 

  
 
 
 
・研究成果を各校
に周知 

 

 

（新規事業） デジタル式集団補
聴システムや音声
情報を文字化する
アプリケーションの
導入・活用 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

度

実 

 
実 

（新規事業） ・検討委員会を設
置し、 ・ 学 の
教育課程の 成の
方 及 等 普

の の り
方を検討 

 
 
 
 
 
・検討 果を と
た指導資料を作成 

・教育課程説明会
で指導資料を説明 
 
 
・指導資料を活用
し、各学校に指導・
助言を実施 

 
( 別

)  

（新規事業） ・令和５年度の作成
委員会の設置に向
け、 指 の分
析や の検討な

備を実施 

・ア ス ントの開
発に向け、作成委
員会による検討 

 
 
 
・ア ス ント の

成 
・研究指定校によ
るア ス ント
の 用と作成委員
会による改善 

 度
 

（新規事業） ・検討委員会を設
置し、「各教 等を
合 た指導」の
設定及 普 学
における 立活動
の指導の り方を
検討 

 
 
 
・研究指定校にお
いて委員会の検討

果を活用 

 
 
 
・教育課程説明会
で委員会の検討

果を説明 
・各学校に指導・
助言 

 
実 

・ 教育に
おける 教育支
援員の やタ
ト の活用によ

る学習機会の充実 
・ 分教 に
おける分 ト
の配備・活用による
学習支援（令和 年
度 ） 

・ 教育
における 教育
支援員の やタ

ト の活用
による学習機会の
充実 
・ 分教 に
おける分 ト
の配備・活用による
学習支援 
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新しい学習指導要領は、キ リ 教育28について、特別活動を要として、学校の教

育活動 体を通して適切に行うことを示しています。 

児童・生徒一人一人が、 面する 々な課題に かつたくましく対応し、社

会的・ 業的に 立していくためには、学 こと、 くこと、生きることについて

え、それらの び付きを 解することや、 な他者と しながら、 なりの人

生をつくっていく力を育むことが 切です。 

このため、都立特別支援学校の各 を通して、これらの資質・能力を育成するキ

リ 教育に、計画的、 的に り組んでいく必要があります。 

都教育委員会では、都立特別支援学校の 学 、中学 、 等 のそれぞれにおけ

る学習や生活を り って していくことにより、発 の に応じた 的なキ

リ 教育を充実させることができるよう、児童・生徒が学習活動を記 し、 す

る教 である「キ リ ・ ート29」の活

用を進めていきます。 

また、 学校等から都立特別支援学校に進

学等をする に、「キ リ ・ ート」が

確実に き がれるよう、 方法を示し

た 内を作成し、 教育委員会に

して を図ります。 

一方、障害のある児童・生徒等の 立と社会

を進めていくには、都立特別支援学校と

保護者が 力してキ リ 教育を 進するこ

とが 要です。 

このため、キ リ 教育及び進 指導の内

容に る 解促進を目的として、保護者等に

対して 程 、キ リ 教育 解 進

ーを実施しており、 は、

 
28 児童・生徒に学校で学 ことと社会との を できるようにするとともに、一人一人の社会的・ 業的 立に向けて必

要な基盤となる資質・能力を育み、社会の中で の役割を たしながら、 らしい生き方を実現していく 程であるキ

リ 発 を促す教育のことを指す。 
29 児童・生徒が らの学習状況や日 生活の り りをしながら、 の 容や成長を 評価できるように した教 の

ことであり、 から ての 学校、中学校及び 等学校、特別支援学校等において活用されている。 

  

 

  

【講演内容及び講演者】

お問い合わせ
東京労働局 職業安定部 職業対策課
障害者雇用対策課 長谷川・松浦
℡ : 03-3512-1664
tkr-isuisin@mhlw.go.jp
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「福祉、教育、医療から 用 の 行 進 業」の一 として、動画 による

方法で実施しました。 

都教育委員会では、 後も と連携しながら ーを して実施する

中で、中学校の特別支援学 の保護者・教員に え、 学 や 学校の保護者・教員

を対 とした動画 による ーや、都立特別支援学校の見学会付き ーを

実施し、 等 卒業後の進 や生活についてより くの保護者・教員の や 解を

めていきます。 

 

 

障害のある生徒の 立と社会 を促進するためには、 業的 立が 要であり、

都立特別支援学校の 等 においては、生徒の障害の状態や程 に応じて、 業教育

の充実を図り、生徒一人一人が の進 や 業についての 解を め、 な進

の中から の進 を 体的に し、決定できる能力を育成してきました。 

後も、生徒が進もうとしている進 を見 えながら、必要な資質・能力を育成す

ることができるよう教育課程の改善・充実を図り、適性に応じた進 につなげて

いく必要があります。 

このため、都立視 障害特別支援学校及び都立 障害特別支援学校の 等 にお

ける ・ の設定、 科の設定について、新しい特別支援学校 等 学習指導要

領に適切に対応した見 しを行うなど、教育課程の充実を図っていきます。 

また、都立 的障害特別支援学校の 等 については、 業教育を とする 学

科の設 により、 通科に する生徒の実態が 化していることや、 業教育を

とする 学科の

教育課程や 通科

の 化した教育

課程の設 方 を

示して 10 以上が

していること

から、これらの見

しを行うととも

に、教育課程 成

方 資 を作成

し、 していき

ます。 

 

  

都 知的障害特別支援学校高等 における 的な職業教育の 開  
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都立特別支援学校の 等 には、 学 の進学を希望する生徒が しており、生

徒の ー に応じて、教科指導の充実や進学に向けた進 指導、 学との連携 化と

いった進学支援に努めていく必要があります。 

これまで、各都立特別支援学校においては、学校生活支援シート及び個別指導計画

に基づく 学等 の進学に向けた指導や各 定（ 、 学、 語等）の の

組を充実するとともに、 学等 の 学後の生活が充実するよう、個別 行支援計

画30を活用して、 学等における必要な支援につなげてきました。 

後も、生徒の ー に応じて、 学等との連携を に 化しながら、進学に向け

た指導の充実を 進していきます。特に、 学進学を目指した中 一貫 障害特

別支援学校である中 ろう学校については、学習支援 リ ーシ ン等の活用によ

り学力の向上を図るなど、 ジ ルを活用した進学指導の一 の充実に り組んでい

きます。 

  

 
30 卒業後の 業生活や地域生活 の な 行を見通し、 学中から関 関等と連携して、一人一人の ー に応じた支援

を実施し、学校から地域の関 関に に き ための計画 

  

48



48 
  31 

 

 

都立特別支援学校の 等 には、 学 の進学を希望する生徒が しており、生

徒の ー に応じて、教科指導の充実や進学に向けた進 指導、 学との連携 化と

いった進学支援に努めていく必要があります。 

これまで、各都立特別支援学校においては、学校生活支援シート及び個別指導計画

に基づく 学等 の進学に向けた指導や各 定（ 、 学、 語等）の の

組を充実するとともに、 学等 の 学後の生活が充実するよう、個別 行支援計

画30を活用して、 学等における必要な支援につなげてきました。 

後も、生徒の ー に応じて、 学等との連携を に 化しながら、進学に向け

た指導の充実を 進していきます。特に、 学進学を目指した中 一貫 障害特

別支援学校である中 ろう学校については、学習支援 リ ーシ ン等の活用によ

り学力の向上を図るなど、 ジ ルを活用した進学指導の一 の充実に り組んでい

きます。 

  

 
30 卒業後の 業生活や地域生活 の な 行を見通し、 学中から関 関等と連携して、一人一人の ー に応じた支援

を実施し、学校から地域の関 関に に き ための計画 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

実

実 

 実 

・ リア・ ス ー
トに る指導資料
の作成 
・ と共
催で 向け「
リア教育

ー」を実施 

・指導資料の活用と
教育委員

会等への周知 
・ と共
催で 向け「
リア教育

ー」を実施 

  

 業 実 

・ 等 普 の
設置校 研究指
定校を指定、学校
を た教員
での学 合いの機
会を設け、各校の
授業の改善を推進 

・ 等 普 設
置校での教員
の学 合いを  
・ 等 業

、 開発 に
おいて、学校を
た教員 での学

合いの機会を設
け、各校の授業の
改善を推進 
・ 及 聴

特別支援学
校 等 、 等

において、
教育課程の改善の

性を検討 

  

 実 

大学等との連携に
より、 の入学
に な支援 開

るよ 促進 

学校にお
ける学習支援アプ
リケーション等の導
入による進学指導
の充実 

  

 

  

年次計画 
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 障害特別支援学校の適 な と配置 

都教育委員会では、 都特別支援教育 進計画に基づき、視 障害教育

と 的障害教育 を する 学 を設 するなど、都立視 障害特

別支援学校の と の適 化を進めてきました。 

都立視 障害特別支援学校は、現 校が されており、 者 に関する

の 計や地域ごとの ラン 等を踏まえ、 後も現 の を

していきます。 

 

 障害特別支援学校の適 な と配置 

都立 障害特別支援学校は、 都特別支援教育 進計画に基づく

により、現 校が されており、 者 に関する の 計や地域ごとの

ラン 等を踏まえ、 後も現 の を していきます。 

また、都立特別支援学校に する児童・生徒の障害の 化や都立 的障害

特別支援学校の 者 の に適切に対応するため、立 ろう学校を改 し、

に、 障害教育 と 的障害教

育 を する立 学 を 設します。 

なお、 ろう学校の 教 （ 福・ ・

）においては、乳幼児の通学 等を

し、幼 については 学者 にかかわらず

させるとともに、 学 については、 に

よる教育活動の確保が 要であることから、新

生が けて 名に たない場 には、そ

れ以 は を します。 
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していきます。 
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特別支援学校の 者 の に適切に対応するため、立 ろう学校を改 し、

に、 障害教育 と 的障害教

育 を する立 学 を 設します。 

なお、 ろう学校の 教 （ 福・ ・

）においては、乳幼児の通学 等を

し、幼 については 学者 にかかわらず

させるとともに、 学 については、 に

よる教育活動の確保が 要であることから、新

生が けて 名に たない場 には、そ

れ以 は を します。 
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 適 ・適 配置  

都立 的障害特別支援学校の 者 の

に適切に対応するため、 成 31 に

は 特別支援学校、 には

特別支援学校、 には

特別支援学校を新設するなど、都立 的障

害特別支援学校の と の適 化を進

めてきましたが、 なお、特別教 を 用し

たり、一つの教 を 仕切りしたりして 通

教 を確保している学校が しています。 

また、都立 的障害特別支援学校の 者

の 向は いており、 新の 計

を踏まえると、 後も 者 が してい

くと見 まれることから、 き き、教育

の充実に向けた 組を進める必要があり

ます。 

教育 の充実に向けた 通教 の確保

に たり、学校の新設や校 の 改 によっ

て対応することは、教育 を 本的に改善

する方 として に ですが、それ以

の方法を活用して 通教 を確保していく

ことも 要です。 後は、 期に教育 の

充実を図るため、学校の新設や校 の 改

をはじめとして、 な方法を用いて か

つ 的に教育 の改善を図っていきま

す。 

こうした適 ・適 計画を 実に実施することにより、 通学 にお

いて一つの 通教 を 仕切りして使用している教 を解 します。 

また、特別教 等から 用した 通教 についても解 します。 

なお、障害児 施設を 用する児童・生徒が するしいの 特別支援学校

については、 都 福祉 の障害児施設の の動向を踏まえ、学校の り

方を していきます。 

②  

特別支援学校  

東 特別支援学校  

特別支援学校  
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（ ）特別支援学校の 設 

都 地等を に活用することにより都立 的障害特別支援学校を新設し、

必要な教 を確保します。 

 

（ ）特別支援学校の改  

の都立 的障害特別支援学校の校 改 に わせ、必要な教 を確保し

ます。 

 

（ ）特別支援学校の  

地域の実情や校 の状況等を踏まえ、 の都立特別支援学校において、校

の により、必要な教 を確保します。 

 

（ ） 一 実施 等に 特別支援学校の施設  

一次実施計画に基づき、 に 地 特別支援学校（ 称）を、

に 地 特別支援学校（ 称）及び 地 特別支援学校

（ 称）を 設していきます。 

また、新 にある都立 障害者福祉 ン ー 地を活用し、 的障

害教育 と 体 教育 を する 地 学 特別支援学校（ 称）

を設 します。 

この か、 都特別支援教育 進計画 次実施計画及び 一次実施計画

に基づき 改 を 定している都立特別支援学校についても、 き き、 実

に施設 を 進していきます。 

 

（ ）通学区域の  

都立 的障害特別支援学校の新設・ 改 等に応じて、通学 性や 性

等を め 的に した通学 域の を行い、教育 の改善を図ります。 

 

 教 の活用 

特別支援学校の新設及び 改 には長い を要することから、地域的又は一

的に児童・生徒等の 等が生じた場 に対応するためには、特別支援学校の

施設を に 活用することも 要です。 

都教育委員会では、施設 に たり、児童・生徒等の障害等の状態、発

、障害特性等に応じた な学習内容・形態に に対応できる 性の い

教 を確保することとしています。具体的には、 動 の 仕切り等を活用し用
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等を め 的に した通学 域の を行い、教育 の改善を図ります。 

 

 教 の活用 

特別支援学校の新設及び 改 には長い を要することから、地域的又は一

的に児童・生徒等の 等が生じた場 に対応するためには、特別支援学校の

施設を に 活用することも 要です。 
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教 を確保することとしています。具体的には、 動 の 仕切り等を活用し用
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に わせて広さを できる教 等を することで、 ルー 活動の には

きな として使用し、個別指導を行う には個 として使用するなど、 力

的な 用を行うことが 能となります。 

こうした 性の い教 等を、 、一 的な学 の 動等が生じた に

定的に 通教 としても 用 能な施設と 付け、 な活用を図ります。 

 

 

 

 体 特別支援学校の適 な と配置 

都特別支援教育 進計画 次実

施計画に基づき、 成 29 に、 体

教育 と 教育 を する

明学 を 設するとともに、

に、 特別支援学校と 特別支

援学校を発 的に し、 的障害教育

と 体 教育 を する

学 を 設しました。 

都立 体 特別支援学校について

は、 者 に関する の 計や地域

ごとの ラン 等を踏まえ、 後も

適 な と を していきます。 

 

 特別支援学校の適 な と配置 

都特別支援教育 進計画に基づ

き、 成 24 に 的障害教育 と

教育 を する 学 を設

するとともに、 成 29 には都立 体

特別支援学校のう 、 内 教 を し、かつ、 問教育の実 を

する 校に、 教育 を設 し、 教育の 付けを明確にするなど、

教育 を しました。 

都立 特別支援学校は、 教育 の により、現 校が されて

おり、 者 に関する の 計や地域ごとの ラン 等を踏まえ、 後

も現 の を していきます。 

 

  

学  

学  
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現行の施設 計画に基づき、都立特別支援学校の新設、改 、 を実施してき

ました。 後は 新の 計に基づく都立特別支援学校の新設や施 の 等

による現行計画の 期の 等を し、施設 計画を見 す必要があります。 

50 ージから 53 ージまでに示した 組に関する施設 計画は、次 のとおり

となっており、都教育委員会ではこの計画に基づいて、関 諸 関と連携し、計画的

に施設 を進めていきます。 

なお、施設 に たっては、施設ごとに 地の 用状況や 施 上の課題等に

ついて 細に した上で、 か

つ 的に を進める必要があ

ります。 

このため、関連諸 関との や

課題の 等を に行い、 の

適 化を踏まえた設 場 とする

とともに、 も 的かつ 的な

施設 の 、 法及び

ジュールとなるよう必要な見

しを行います。 

  

 計画 

事中の都 特別支援学校の  
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現行の施設 計画に基づき、都立特別支援学校の新設、改 、 を実施してき

ました。 後は 新の 計に基づく都立特別支援学校の新設や施 の 等

による現行計画の 期の 等を し、施設 計画を見 す必要があります。 

50 ージから 53 ージまでに示した 組に関する施設 計画は、次 のとおり

となっており、都教育委員会ではこの計画に基づいて、関 諸 関と連携し、計画的

に施設 を進めていきます。 

なお、施設 に たっては、施設ごとに 地の 用状況や 施 上の課題等に

ついて 細に した上で、 か

つ 的に を進める必要があ

ります。 

このため、関連諸 関との や

課題の 等を に行い、 の

適 化を踏まえた設 場 とする

とともに、 も 的かつ 的な

施設 の 、 法及び

ジュールとなるよう必要な見

しを行います。 

  

 計画 

事中の都 特別支援学校の  
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都 特別支援学校の と配置の適 化に関する施設  

 児童・生徒 の 計や 都的な ラン などを した上で 地を 定し、

決定後に別  

東京都特別支援教育推進計画（第二期）第二次実施計画に基づく整備  

  
学校名/ 

開校等予定年度/ 
（設置学部） 

設置場所 
年次計画 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

設
校 

中  中 
定  

1 

 

 

改

等 

中   中 
定  

1 

 

 

東京都特別支援教育推進計画（第二期）第一次実施計画（平成 29 年２月策定）に基づく整備  

  
学校名/ 

開校等予定年度/ 
（設置学部） 

設置場所 
年次計画 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

設
校 

南多摩地区 
特別支援学校 （仮称） 
 
令和６年度（知：高） 

都有地 
（八王子市鑓水） 

事 事 開校 

墨田地区第二 
特別支援学校 （仮称） 
 
令和９年度（知：小中） 

都有地 
（墨田区墨田） 

設計 
実施設計 

実施設計 
実施設計 

事 

北多摩地区 
特別支援学校 （仮称） 
 
令和９年度（知：小中高） 

都有地 
（東大和市向原） 

設計 
実施設計 

実施設計 
実施設計 

事 

改
修
等 

あきる野学園 
 
令和５年度（知：小中高） 

あきる野学園 事 

事 
用開  

（ 分） 
ラ ン 整備 

ラ ン 整備 

練馬特別支援学校 
 
令和６年度（知：高） 

練馬特別支援学校 事 事 用開  

墨田特別支援学校 
 
令和５年度 仮設校舎設置
(知：小中高) 
(墨田地区第二特別支援学校(仮称)

開校後、高等部単独校に改編) 

墨田特別支援学校 
実施設計 

事 
（ 設校 ） 

事 
（ 設校 ） 

用開  
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東京都特別支援教育推進計画第 次実施計画（平成 22 年 11 月策定）に基づく整備  

  
学校名/ 

開校等予定年度/ 
（設置学部） 

設置場所 
年次計画 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

設
校 

学  
 

 
（ 小中高[ ・専]） 
（知 小中） 

学校 
開校 
事 

  

特別支援学校 
 

（知 小中高） 

特別支援
学校 

特別
支援学校 

ラ ン 整備   

学  
 
成 29 （ 小中高） 

（ 小中高） 

特別支援
学校 

事 
事 
事 

用開  
（ 分） 

地区学 特別支援学校
（ ）  
[ 市 地区特別支援学校
（ ）] 
 

14  2 
（知 小中高） 
（ 高） 

都有地 
( 区 ) 

設計 
設計 

実施設計 
実施設計 

改
修
等 

町 の 学  
 

（知 小中高） 
（ 小中高） 

町 の 学  事 
用開  

（ 事 分） 
ラ ン 整備 

ラ ン 整備 

特別支援学校 
 

（知 小中） 

特別支援
学校 

事 
（校 用開

） 

ラ ン 整備 
事 

ラ ン 整備 
事 

2 から基本設計を実施し、 計画の 細を した後に 校 期を決定 
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東京都特別支援教育推進計画第 次実施計画（平成 22 年 11 月策定）に基づく整備  

  
学校名/ 

開校等予定年度/ 
（設置学部） 

設置場所 
年次計画 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

設
校 

学  
 

 
（ 小中高[ ・専]） 
（知 小中） 

学校 
開校 
事 

  

特別支援学校 
 

（知 小中高） 

特別支援
学校 

特別
支援学校 

ラ ン 整備   

学  
 
成 29 （ 小中高） 

（ 小中高） 

特別支援
学校 

事 
事 
事 

用開  
（ 分） 

地区学 特別支援学校
（ ）  
[ 市 地区特別支援学校
（ ）] 
 

14  2 
（知 小中高） 
（ 高） 

都有地 
( 区 ) 

設計 
設計 

実施設計 
実施設計 

改
修
等 

町 の 学  
 

（知 小中高） 
（ 小中高） 

町 の 学  事 
用開  

（ 事 分） 
ラ ン 整備 

ラ ン 整備 

特別支援学校 
 

（知 小中） 

特別支援
学校 

事 
（校 用開

） 

ラ ン 整備 
事 

ラ ン 整備 
事 

2 から基本設計を実施し、 計画の 細を した後に 校 期を決定 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

別

 

 

別
別

 

・ 特別支
援学校４校 
・聴 特別支
援学校４校 

   

 
別

 

知的 特別支援
学校 43 校 

・立 学 開校  ・ 特別
支援学校( )開
校 定 

 

別
別

 

・ 特別
支援学校 18 校 
・ 特別支援学
校５校 

   

 施 計画 

    

 

 

 

  

年次計画 

P.55 P.56 のとおり 
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都教育委員会では、児童・生徒等の障害の 化

に適切に対応するため、 の障害教育 を設

する 校を 設してきました。 

的障害教育 と 体 教育 を

する都立特別支援学校においては、 の障害のあ

る児童・生徒等に対してそれぞれの障害教育 が

もつ 性を 的に組み わせ、指導の充実を図

るとともに、その 組の成 を に指導資

「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向けて」

にまとめ、 校以 の都立特別支援学校における

指導の充実をけん してきました。 

また、視 障害と 的障害を せ する児童・生徒等 の指導内容・方法の充実の

ため、 学 における教育の実 の成 を他の都立視 障害特別支援学校及

び都立 的障害特別支援学校に 及しました。 

に 校する立 学 についても、 障害と 的障害を せ する児

童・生徒等 の指導内容・方法に関する ・ 発校として 付け、その成 を他

の都立 障害特別支援学校に 及していきます。 

また、 障害教育 がもつ 性を 的障害教育 で活用できるよう、実

的な を進めていきます。 

 

 

視 障害や 障害のある乳幼児に対し、 期からの支援を適切に行うことは、そ

の後の社会性を する上で きな があります。 

視 障害のある乳幼児に対しては、 31 等を豊かにする教育的支援や、保

する視力を に活用する能力を育てる支援等が であり、また、 障害のあ

る乳幼児に対しては、 な ュ ーシ ン の習 に関する教育的支援や、

保 する 力を に活用する能力を育てる支援が であるとされています。 

 

 
31 ものに れて（さわる、なぞる）、そのものの形状（ きさ、形、  など）を 解すること。 

  

 

 

 

  

都 特別支援学校の 体 教育 
門と知的障害教育 門の 置校での 

門の合同授業  
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都教育委員会では、児童・生徒等の障害の 化

に適切に対応するため、 の障害教育 を設

する 校を 設してきました。 

的障害教育 と 体 教育 を

する都立特別支援学校においては、 の障害のあ

る児童・生徒等に対してそれぞれの障害教育 が

もつ 性を 的に組み わせ、指導の充実を図

るとともに、その 組の成 を に指導資

「特別支援学校の指導内容・方法の充実に向けて」

にまとめ、 校以 の都立特別支援学校における

指導の充実をけん してきました。 

また、視 障害と 的障害を せ する児童・生徒等 の指導内容・方法の充実の

ため、 学 における教育の実 の成 を他の都立視 障害特別支援学校及

び都立 的障害特別支援学校に 及しました。 

に 校する立 学 についても、 障害と 的障害を せ する児

童・生徒等 の指導内容・方法に関する ・ 発校として 付け、その成 を他

の都立 障害特別支援学校に 及していきます。 

また、 障害教育 がもつ 性を 的障害教育 で活用できるよう、実

的な を進めていきます。 

 

 

視 障害や 障害のある乳幼児に対し、 期からの支援を適切に行うことは、そ

の後の社会性を する上で きな があります。 

視 障害のある乳幼児に対しては、 31 等を豊かにする教育的支援や、保

する視力を に活用する能力を育てる支援等が であり、また、 障害のあ

る乳幼児に対しては、 な ュ ーシ ン の習 に関する教育的支援や、

保 する 力を に活用する能力を育てる支援が であるとされています。 

 

 
31 ものに れて（さわる、なぞる）、そのものの形状（ きさ、形、  など）を 解すること。 

  

 

 

 

  

都 特別支援学校の 体 教育 
門と知的障害教育 門の 置校での 

門の合同授業  
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このため、幼 を設 する都立視 障害特別支援学校及び都立 障害特別支援

学校において、乳幼児教育 や ・ 関と連携した支援を実施するなど、 期

からの支援を実施してきました。 

また、地域の ・中学校と連携し、視 障害や 障害のある児童・生徒等に対す

る 学支援や 学後の支援も実施しています。 

、新生児 リー ン の 及に い、 障害の 期発見が進む中、

都立 障害特別支援学校における乳幼児教育 が保護者の を け め、適切

な支援を する場 として 、 用されるようになったことで、 が

向にあります。このため、言語 32等の の なる活用を図るなど、

期からの支援を 充していきます。 

また、 後も幼 を設 する都立視 障害特別支援学校及び都立 障害特別支

援学校において、 期教育の 点としての 能を発 し、視 障害や 障害のある

乳幼児に対する支援を行っていきます。 

 

 

都教育委員会では、 業教育を とする 学科

として、都立 的障害特別支援学校 等 に、 的

障害が の生徒を対 とした 業 科や、 的

障害が から中 の生徒を対 とした 能 発

科を設 し、生徒の 業 を促進してきました。 

業 科については、都立 的障害特別支援学

校 校に設 することで 都的な体制を しま

したが、 能 発科については、 一次実施計画に

おいて、 設の 校に えて 校に新たに設 し、計 校とすることとしました。

成 30 には 特別支援学校に、 には 特別支援学校に 能

発科を設 しています。 

後も 一次実施計画に基づき、 次、設 に向けた を進め、 には

特別支援学校に、 には 特別支援学校及び 地 特別支援学校

（ 称）に 能 発科を設 するなどして、 進計画（ 期）の計画期 中に都内

校に 能 発科を設 します。 

 

 

 
32 障害、こと の発 の れ、 や発 の障害という問題の本質や発現メカ ムを明らかにし、対 方法を見い すた

めに ・評価を実施し、必要に応じて 、指導、 言その他の援 を行う  

  

職能開発 での実習の様  
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就業 ・職能開発 を設置する都 知的障害特別支援学校（ ）  
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就業 ・職能開発 を設置する都 知的障害特別支援学校（ ）  
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都教育委員会では、 し 地 に する障害のある生徒について、都立特別支援

学校 の を め、後期中等教育の場を確保するとともに、 に す

る生徒の について、 の 学 業の対 となる付 人の 通 等を都の

業として支 対 とするなど、保護者の 的な の を図っています。 

では、 ・中学校の 的障害特別支援学 に する児童・生徒の人 が

向にあり、 後、 して、 的障害のある生徒が 、中学校を卒業すること

が見 まれることから、これらに適切に対応するため、 に 等学校内

に 特別支援学校 教 を設 しました。 

教 においては、 から の ル 業を実施し、 等学

校の生徒との 及び 学習や、 内の 体・ 業等と連携した 等の進 指導

を通して、 教 における特 ある教育内容や適切な の り方等を し、その

を していきます。 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

 

 

 

指導事例の 積・
普及 

・立 学 を研究指
定校に指定し、指導
事例を 積 

・研究指定校におけ
る指導事例の 積
及 整理 

・研究指定校におけ
る成果を 校に普
及 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

・ を設置する
都立 ・聴

特別支援学
校における
の支援の実施 

・ を設置する
都立 ・聴

特別支援学
校における
の支援の実施 

・言 聴 等の
更なる活用による

教育 の充
実 

  

 
 

設の 校に ４
校に設置 

・ 特別支援学
校への設置 備 

・ 特別支援学
校に設置（５校） 
・ 特別支援学
校・ 特
別支援学校（ ）
への設置 備 

 
 
・ 特別支援学
校・ 特
別支援学校（ ）
に設置（ 校） 

 
別

 

・分教 の設置 
・ 校との交流・
共 学習や の
団 等との連携によ
る進 指導の デル
事業の実施 

 
・ 校との交
流・共 学習や

の団 等との連
携による進 指導
の デル事業の実
施 

 
 
 
 
 
 
 
・成果の検  

 
 
 
 
 
 
 
・成果を た取
組 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

 

 

 

指導事例の 積・
普及 

・立 学 を研究指
定校に指定し、指導
事例を 積 

・研究指定校におけ
る指導事例の 積
及 整理 

・研究指定校におけ
る成果を 校に普
及 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

・ を設置する
都立 ・聴

特別支援学
校における
の支援の実施 

・ を設置する
都立 ・聴

特別支援学
校における
の支援の実施 

・言 聴 等の
更なる活用による

教育 の充
実 

  

 
 

設の 校に ４
校に設置 

・ 特別支援学
校への設置 備 

・ 特別支援学
校に設置（５校） 
・ 特別支援学
校・ 特
別支援学校（ ）
への設置 備 

 
 
・ 特別支援学
校・ 特
別支援学校（ ）
に設置（ 校） 

 
別

 

・分教 の設置 
・ 校との交流・
共 学習や の
団 等との連携によ
る進 指導の デル
事業の実施 

 
・ 校との交
流・共 学習や

の団 等との連
携による進 指導
の デル事業の実
施 

 
 
 
 
 
 
 
・成果の検  

 
 
 
 
 
 
 
・成果を た取
組 
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立活動では、個々の児童・生徒等の障害の状態や発 等に応じた指導を実施

することが 要であり、その に、医療関 者をはじめとした の 見を活用す

ることが なため、都教育委員会では、都立特別支援学校において、それぞれの障

害特性を踏まえた指導・支援の充実を図る 点から、 学療法 33等の の活用

を進めています。 

また、 立活動を とする教育課程の指導を けている児童・生徒等の個別指導計

画を作成する には、 の の からの 見を して、その 見に基づき

指導の 点を明らかにすることで、児童・生徒等 の適 ・適切な支援が 能となる

ことから、個別指導計画を の の が連携して作成するよう促しています。 

後も、都立特別支援学校の 立活動において、 的な 見に基づき児童・生徒

等の障害の程 や状態に適切に対応した指導を実施できるよう、 を 的に活

用するとともに、 立活動を とする教育課程の指導を けている児童・生徒の個別

指導計画を の の と連携して作成するよう促していきます。 

 

 

都立 体 特別支援学校では、 護の

として学校 護 員34を導 し、教員と学校

護 員が した指導体制を しています。 

各学校においては、児童・生徒 に応じて必要

となる学校 護 員の が 能となっており、

児童・生徒の を確保しつつ、教員が 業づく

りに できる体制が されています。 

後も、教員と学校 護 員が した指導体

制を し、都立 体 特別支援学校におけ

る教育内容・方法の充実を図っていきます。 

 

 
33 体に障害のある者に 療体 などの 動を行わせたり、 、 、その他の物 的 を えたりして、 として

基本的 動能力の 及び 動 （ 、関 、 ）の 、 形の と などの基本的な 動 能の向上を目的とし

た 学療法を実施する  
34 都立 体 特別支援学校において、児童・生徒の学校生活を充実させる 護の仕 を行う 員 

  

 

 

  

都 体 特別支援学校における 
チーム ーチによる指導体制  

児童・生徒

一般教員

看護師・医師

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ

自立活動専門教員

養護教諭

栄養職員

介護の専門家
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都立 的障害特別支援学校では、児童・生徒の社会的 立に向けた 組を 進する

ため、 を導 し、教員と連携した指導体制を しています。 

具体的には、 的 の充実や、 ュ ーシ ン能力の向上、作業学習35の

充実等、社会的 立に向けた指導の質を向上するた

め、発 に応じて、 の 、言語 、

作業療法 36等の からの指導・ 言を教員が

けられる体制を え、それぞれの 領域に基づ

いた指導・ 言を活用することで、 的な指導に

つなげています。 

後も、児童・生徒の の 立と社会 を見

えて、 を 的に活用し、都立 的障害特

別支援学校における指導の充実を図っていきます。 

 

 

 

都立特別支援学校では、学 を中 とする校内の 体制を してきました。 

しかし、障害の程 の い児童・生徒が く している都立 的障害特別支援学

校 等 の 業 科や 能 発科、都立 障害特別支援学校では、児童・生徒が

える な みや に対する 体制の充実が求められています。 

そこで、 から、都立 的障害特別支援学校及び都立 障害特別支援学

校のう 12 校に ールカ ン ラー37を する の ル 業を新たに

し、いじめ 等に資する対応や、教育 体制の一 の充実を図っていきます。 

この ル 業を通して、 的障害及び 障害のある児童・生徒 のカ ン リ

ン を実施し、その 性を把握していきます。特に、都立 障害特別支援学校に

おいては により他者と ュ ーシ ンをとっている児童・生徒も してい

 
35 的障害特別支援学校や 的代 の教育課程で実施できる各教科等を わせた指導の形態の一つで、作業活動を中 にしな

がら、 の 業生活や社会 立に必要な を 的に学び、児童・生徒の く を い、 された役割を 行する態

等を に付けるために行う学習。作業学習で り う作業活動の は、 、 、 、 、 、織物、 、

・ ー 、 など 々である。 
36 体又は に障害のある者、またはそれが されるものに対して、その 体的な生活の を図るため、諸 能の

・ 及び 発を促す作業活動を用いて行う 療・指導・援 を行う  
37 いじめ、 校、問題行動の となっている児童・生徒の や み のカ ン リン 、 育てに関する保護者 の

言・援 、学校における 体制を充実させるための教 員 の 言・援 など、児童・生徒の の問題に関して く、広

な活動を として学校に する のこと。 

 に 的な や が必要であることから、 、 科医、 学の 学 の教員の資 を する者等を要

として し、 している。 

  

都 知的障害特別支援学校におい  
業 と教員が連携した 

授業改 の様  
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都立 的障害特別支援学校では、児童・生徒の社会的 立に向けた 組を 進する

ため、 を導 し、教員と連携した指導体制を しています。 

具体的には、 的 の充実や、 ュ ーシ ン能力の向上、作業学習35の

充実等、社会的 立に向けた指導の質を向上するた

め、発 に応じて、 の 、言語 、

作業療法 36等の からの指導・ 言を教員が

けられる体制を え、それぞれの 領域に基づ

いた指導・ 言を活用することで、 的な指導に

つなげています。 

後も、児童・生徒の の 立と社会 を見

えて、 を 的に活用し、都立 的障害特

別支援学校における指導の充実を図っていきます。 

 

 

 

都立特別支援学校では、学 を中 とする校内の 体制を してきました。 

しかし、障害の程 の い児童・生徒が く している都立 的障害特別支援学

校 等 の 業 科や 能 発科、都立 障害特別支援学校では、児童・生徒が

える な みや に対する 体制の充実が求められています。 

そこで、 から、都立 的障害特別支援学校及び都立 障害特別支援学

校のう 12 校に ールカ ン ラー37を する の ル 業を新たに

し、いじめ 等に資する対応や、教育 体制の一 の充実を図っていきます。 

この ル 業を通して、 的障害及び 障害のある児童・生徒 のカ ン リ

ン を実施し、その 性を把握していきます。特に、都立 障害特別支援学校に

おいては により他者と ュ ーシ ンをとっている児童・生徒も してい

 
35 的障害特別支援学校や 的代 の教育課程で実施できる各教科等を わせた指導の形態の一つで、作業活動を中 にしな

がら、 の 業生活や社会 立に必要な を 的に学び、児童・生徒の く を い、 された役割を 行する態

等を に付けるために行う学習。作業学習で り う作業活動の は、 、 、 、 、 、織物、 、

・ ー 、 など 々である。 
36 体又は に障害のある者、またはそれが されるものに対して、その 体的な生活の を図るため、諸 能の

・ 及び 発を促す作業活動を用いて行う 療・指導・援 を行う  
37 いじめ、 校、問題行動の となっている児童・生徒の や み のカ ン リン 、 育てに関する保護者 の

言・援 、学校における 体制を充実させるための教 員 の 言・援 など、児童・生徒の の問題に関して く、広

な活動を として学校に する のこと。 

 に 的な や が必要であることから、 、 科医、 学の 学 の教員の資 を する者等を要

として し、 している。 

  

都 知的障害特別支援学校におい  
業 と教員が連携した 

授業改 の様  
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ることを踏まえ、 される ールカ ン ラーに求められる 性を把握してい

きます。 

また、 ル 業での成 を し、他の都立特別支援学校における ールカ

ン ラーの活用の 用性について していきます。 

せて、都教育委員会に設 している都立学校「 立支援 ーム38」が、都立特別

支援学校の要 に応じて福祉等の 的 や を つ ー ーシ ル ーカ

ー39を し、 き き 校児童・生徒 の支援、児童・生徒及びその が え

る課題 の福祉的支援等に り組んでいきます。 

  

 
38 立支援 ームは ー ーシ ル ーカー、 ー ーシ ル ーカー（ ）等で 成され、面 等を通した生徒の状

況把握や 言、教員等と連携した ー 会 の実施、児童 等の関 関と連携した福祉的支援など、生徒一人一人の

立に向けた支援を行っている。 
39 ー ーシ ル ーカーは、都立学校（特別支援学校・ 等学校）における ール ーシ ル ーカーの役割に え、

的 や に基づく 支援の役割も う 員のこと。支援を要する生徒等に対し、教員が行う社会的・ 業的 立に

向けた教育活動を福祉及び 用・ の立場から支援する。 ー ーシ ル ーカー（ ）は、 した対応を要する

な ー に対し、 な 的 や豊かな支援 を活用し、 かつ的確な課題解決を図っている。 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

実 

 
実 

理学 法 、作業
法 等の活用 

理学 法 、作業
法 等の活用 

  

 
 

都立 特
別支援学校全校に
おける ・ の

全 と指導に
できる の

整備 

都立 特
別支援学校全校に
おける ・ の

全 と指導に
できる の

整備 

  

 
実施 

理の 、言
聴 、作業

法 等の活用 

理の 、言
聴 、作業

法 等の活用 

  

 
実 

都立特別支援学校
の に ー
ス ーシ ル ー
ーを  

・都立知的 特
別支援学校 校と
都立聴 特別
支援学校 校を デ
ル校としてス ール

ン ラーを配置 
 
 
・都立特別支援学
校の に
ース ーシ ル ー
ーを  

 

 
 
 
・ デル校での成果
を把握し、 の校

におけるス ー
ル ン ラーの配
置の有用性を検討 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

実 

 
実 

理学 法 、作業
法 等の活用 

理学 法 、作業
法 等の活用 

  

 
 

都立 特
別支援学校全校に
おける ・ の

全 と指導に
できる の

整備 

都立 特
別支援学校全校に
おける ・ の

全 と指導に
できる の

整備 

  

 
実施 

理の 、言
聴 、作業

法 等の活用 

理の 、言
聴 、作業

法 等の活用 

  

 
実 

都立特別支援学校
の に ー
ス ーシ ル ー
ーを  

・都立知的 特
別支援学校 校と
都立聴 特別
支援学校 校を デ
ル校としてス ール

ン ラーを配置 
 
 
・都立特別支援学
校の に
ース ーシ ル ー
ーを  

 

 
 
 
・ デル校での成果
を把握し、 の校

におけるス ー
ル ン ラーの配
置の有用性を検討 
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特別支援学校は、障害のある児童・生徒等の教育の場としての 能の か、地域に

おける活動の 点、災害発生 の 等の 々な 能を たすことが求められてい

ます。 

都教育委員会では、特別支援教育を進める上で必要な施設 能を確保するために、

都立特別支援学校の施設 として必要な の標 を示し、 設 計画の目 と

するため、「特別支援学校施設 標 40」を定めて施設 の充実に努めてきました。 

成 28 には、 な学習内容・形態に に対応が 能な 性の い教

の や、 災 能の 化、 ネ・ ネ等の の 組、障害者

ーツの 進などを な改 目として、施設 標 の改 を行いました。 

一方、 においては、 に「特別支援学校設 基 41」を 定し、特別支

援学校に える き施設を明らかにしました。 

また、特別支援学校の施設 の となる「特別支援学校施設 指 42」では、

幼児・児童・生徒 の 動向を に しつつ、 性を たせた施設計画とす

ることが 要とされています。 

後、都立特別支援学校の新 や 化した校 の改 等に たっては、 の設

基 等を踏まえつつ、 の幼児・児童・生徒 の動向にも に対応できるよう、

都の施設 標 に基づき施設 を 実に実施していきます。 

 

 

 

 

 
40 特別支援教育を進める上で必要な施設 能を確保するために、計画及び設計において、特別支援学校の施設 として必要

な の標 を示し、 設 計画の目 となることを目的として、都教育委員会において 定したもの。特別支援学校の新

、改 、 において適用し、改 においては 用する。 
41 科学 が学校教育法 に基づき制定したもの。これまで特別支援学校には設 基 が定められていなかったが、

者 の により 性的な教 が いている特別支援学校の教育 を改善する 点から、 24 日に さ

れた。 及び学科に る 定は 日から、 制 びに施設及び設 に る 定については 日か

ら施行される。特別支援学校を設 するために必要な の基 であり、地域の実態に応じた適切な対応が 能となるよ

う、 力的かつ 的な 定とされている。 
42 科学 が特別支援学校の教育を進める上で必要な施設 能を確保するために、計画及び設計における を示した

ものとして 定しているもの。 の改 （ 成 28 ）では、学校施設の 化、長 化、 用に関する記 が充

実された。 
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 性の高い教  

特別支援学校においては、一人一人の教育 ー に対応するため、 な学習・

生活 の 成に対応できる や、 きを り すための 等が必要

です。 

このため、都教育委員会では、 動 仕切り等により児童・生徒等の障害等

の状態、発 、障害特性等に応じた な学習内容・形態に に対応でき

る 性の い教 の を進めています。 

後の施設 に たっても、この 性の い教 を していきます。 

 

 機能の強化 

都立特別支援学校は、災害 には児童・

生徒等の を確保するとともに、

者の災害 支援 ーシ ン43及び

福祉 として 能するよう 性能

及び 災 能の 化を図る必要がありま

す。 

このため、これまでに体育 等の

の 化を させるとともに、福祉

や 支援 ーシ ンとなる場

に えて、 き き、マン ールト

や 用発 ・ 用通 設 を し

ていきます。 

 

 

 
43 災害発生 に徒 者に対して、 、ト 、 情報等を し、 を支援する施設のこと。 し を

く 都立学校及び ン ン ト 、 リー トラン、 リン ン 等が指定されている。都立学校では、

用発 、 、ろ 、携 用ト 、 などを している。 

都 特別支援学校に設置 いる ン ー 
の  

動 間 切りの  

68
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 性の高い教  

特別支援学校においては、一人一人の教育 ー に対応するため、 な学習・

生活 の 成に対応できる や、 きを り すための 等が必要

です。 

このため、都教育委員会では、 動 仕切り等により児童・生徒等の障害等

の状態、発 、障害特性等に応じた な学習内容・形態に に対応でき

る 性の い教 の を進めています。 

後の施設 に たっても、この 性の い教 を していきます。 

 

 機能の強化 

都立特別支援学校は、災害 には児童・

生徒等の を確保するとともに、

者の災害 支援 ーシ ン43及び

福祉 として 能するよう 性能

及び 災 能の 化を図る必要がありま

す。 

このため、これまでに体育 等の

の 化を させるとともに、福祉

や 支援 ーシ ンとなる場

に えて、 き き、マン ールト

や 用発 ・ 用通 設 を し

ていきます。 

 

 

 
43 災害発生 に徒 者に対して、 、ト 、 情報等を し、 を支援する施設のこと。 し を

く 都立学校及び ン ン ト 、 リー トラン、 リン ン 等が指定されている。都立学校では、

用発 、 、ろ 、携 用ト 、 などを している。 

都 特別支援学校に設置 いる ン ー 
の  

動 間 切りの  
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都教育委員会では、都立特別支援学校の新 ・改 等に たり、「 ネ・ ネ

仕 44」に基づき、 発 設 の設 や 照明の 等を進めるとともに、

「 都 リーン 」に基づく により、100 ー ント 生 能

ネル ーを使用しています。 

地 化対 など の必要性が まる中、 生 能 ネル ーの 用等に

よる 使用 や ₂ の なる など、 の一 の に向けた学

校づくりが求められています。 

このため、都立特別支援学校における 力使用 と ₂ を するため、

き き「 ネ・ ネ 仕 」を適用し、 生 能 ネル ーの 用や設 の

ネル ー化を進めていきます。都立特別支援学校の新 や改 、 改 の

を実施する には、 生 能 ネル ーの 的な活用により を し、

には発災 における ネル ー の確保にも資するため、校 上に 発

設 を するとともに、照明設 を として 照明とし、 を

するなど、設 の ネル ー化を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 
44 「2030 までに 2000 で の を 30 、 ネル ー を 38 する」という目標の 成に向

けた 的 組として、都 物の改 等において、 物の の 、 新の ネ設 、 な ネ設 の導

等により、 ネル ーの使用の 化を図ることを目的として都が適用している仕 （ に改 ） 

  

都 特別支援学校におい を した 
通教 の  

都 特別支援学校におい 発 を 
設置した  
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都教育委員会では、都の リン ・ ラリン と連携して、障害者

等 な地域で ーツに しめる場を するとともに、障害や障害者 ーツ

の 解促進と 及を図るため、障害者 ーツの 点の一つとして、都立特別支援

学校の体育施設（体育 、 ラ ン 等）の を 進しています。

においては、27校の体育施設が活用されています。 

後も都の関 各 と連携し、より くの障害者や障害者 ーツ 体等が地域に

おいて障害者 ーツを しめるよう、都立特別支援学校の を 進していき

ます。 

 

 

 

都立特別支援学校に通う児童・生徒等の ・ を確保し、 な教育 を

するために、必要な施設・設 の や校 等の 新を計画的に進める必要が

あります。 

このため、 や 化状況及び都立特別支援学校における施設上の課題等を

した計画的な 新を実施してきました。 後も、 校 の改 ・ 改

を 実に実施し、 な児童・生徒等に対する 々な教育の実施に向け、都立特別支

援学校の特 や 能を に発 できる施設 に り組んでいきます。 

なお、改 等に しては、 の特別支援学校設 基 等を踏まえつつ、都の施設

標 に基づき必要な教育 の を進めていきます。 

  

  

  

都 特別支援学校の体育施設の活用 （ ー 、中 ン 、 体育  
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おいて障害者 ーツを しめるよう、都立特別支援学校の を 進していき

ます。 

 

 

 

都立特別支援学校に通う児童・生徒等の ・ を確保し、 な教育 を

するために、必要な施設・設 の や校 等の 新を計画的に進める必要が

あります。 

このため、 や 化状況及び都立特別支援学校における施設上の課題等を

した計画的な 新を実施してきました。 後も、 校 の改 ・ 改

を 実に実施し、 な児童・生徒等に対する 々な教育の実施に向け、都立特別支

援学校の特 や 能を に発 できる施設 に り組んでいきます。 

なお、改 等に しては、 の特別支援学校設 基 等を踏まえつつ、都の施設

標 に基づき必要な教育 の を進めていきます。 

  

  

  

都 特別支援学校の体育施設の活用 （ ー 、中 ン 、 体育  
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

別

施

実 

 施 施   

 

 
 

新 ・ 改 事
に い整備 

新 ・ 改 事
に い整備 

  

  

施設整備 に
新 ・ 改

事の実施 

施設整備 に
新 ・ 改

事の実施 

  

  

・検討委 、
ル ー に
取組 

・ ル
ーを活用して
入 

改定
を

た取組 

  

 施
実 

事業実施校 を
次拡大 

事業実施校 を
次拡大 

  

 
 

「 施設 10 年
更新計画」に
改 ・大規

改 の実施 

「 施設 10
年 更新計画」
に 改 ・大
規 改 の実施 
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都教育委員会では ール の 行 の

に努めており、都立 体 特別支援学校

の ール の における 行
45は 55 であり、 き き 60 以内になっ

ています。 

体 のある児童・生徒の中には、体

が な者もおり、長 の乗 は 能な

り けることが望ましいことから、 き き児

童・生徒の通学 の を図る必要がありま

す。 

このため、都立 体 特別支援学校の

ール について、 化による や ー 設

定の 等により、 後も、乗 の を図

っていきます。 

 

 

 

医療 の進 や 医療の 及を に、医療的 児が 向にある中、都

教育委員会では、都立特別支援学校において、医療的 の実施体制を し、

な教育 の確保に努めてきました。 

に医療的 児支援法が施行されたことも踏まえ、保護者の付 いな

く都立特別支援学校で医療的 を実施できる体制について、児童・生徒等の 立を

図るためにも き き を進めるとともに、医療的 に関する 々な課題 の対

応 を ・実施していく必要があります。 

後も、都立特別支援学校における医療的 の実施体制の を 実に進め、医

療的 児に対する支援を充実していきます。 

  

 
45 各 ール に 発から乗 する児童・生徒の乗 の の  

  

 

 

  

都 体 特別支援学校の ー  

都 体 特別支援学校の 付き 
ー  
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 的 の実施体制の  

医療的 児を支援するため、 成 29 に 体

特別支援学校以 の都立特別支援学校にも

護 を しました。 

また、 成 30 からは都立 体 特別支援

学校 校に、 からは 体 特別支援

学校以 の都立特別支援学校の一 に

護 を するなど、医療的 の実施体制を

しました。 

後は、新たに医療的 を する都立特別支

援学校の な実施に向けた支援を行うため、 護

の確保・育成を図るとともに、都立 体 特別

支援学校での医療的 児の を け、学校 護 員による医療的 実施の

なる 進を図ります。 

 

都 特別支援学校で実施する
的 の様  

都教育委員会における 間の 的 の取  
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また、医療的 会46を活用し、医療的 に関する課題を し、そ

の充実を図ります。 

 

 人 の管理 

人 呼 の については、 の医療 の進 により、医 の 細な指

示がなくても、 護 が い 能な医療 が 及してきたことから、 成 30

から にわたって、人 呼 の を適切に実施するための校内体制

や実施方法等を する ル 業を実施しました。 

また、 からは、 ル 業の成 を踏まえ、人 呼 の を行

う の や 点等をまとめた「都立特別支援学校における人 呼 による

医療的 を必要とする の な学校生活のための ラ ン」に基づき、

実施する都立特別支援学校に 護 を 員するなど、 な実施に向

けた体制 に り組み、一人一人の の状況を確 した上で、 次、校内で

の保護者の付 いをなくしています。 

後、人 呼 を使用する児童・生徒の が見 まれ、各都立特別支援学

校で 名の児童・生徒に適切に対応することが 要となることから、

以 も、対 となる児童・生徒の の確保を 一に、人 呼 の を適

切に実施していきます。 

 

 か の の  

ろうからの 期

の については、

からの に

よる健 の保 や、 で

じ を しむ 育

の充実等を目的として、

から

の ル 業を実施し、

期 の を行う

の や 点等をま

とめた「 ろうからの

期 シリンジ に関

 
46 教育、福祉、医療等の関 や関 関、保護者の代 者などの関 者から 成される 会で、都立学校における医療

的 児に関する 的な 体制の に向け、実施体制の点 、課題の把握と解決 の 等を行っている。 

                                    

 
 

 

（３）給食時間及び前後の休憩時間内で注入作業を終了する。 

 

（４）初期食注入する際の手元調整（粘性の調整）で使用する器具等についても

衛生的に管理する。 

 

 

 

胃ろうからの初期食シリンジ注入 イメージ図 

 

           

   

        

  

１食分が個別盛り付けされて   初期食を混ぜる   シリンジ(注射器)で 

配膳される                     胃ろうから注入する  

 

 

 

 

 

 

今日の献立は、 

カレー、サラダ、 

スープ、牛乳です。 

いただきます。 
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また、医療的 会46を活用し、医療的 に関する課題を し、そ
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人 呼 の については、 の医療 の進 により、医 の 細な指

示がなくても、 護 が い 能な医療 が 及してきたことから、 成 30

から にわたって、人 呼 の を適切に実施するための校内体制

や実施方法等を する ル 業を実施しました。 

また、 からは、 ル 業の成 を踏まえ、人 呼 の を行

う の や 点等をまとめた「都立特別支援学校における人 呼 による

医療的 を必要とする の な学校生活のための ラ ン」に基づき、
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けた体制 に り組み、一人一人の の状況を確 した上で、 次、校内で

の保護者の付 いをなくしています。 

後、人 呼 を使用する児童・生徒の が見 まれ、各都立特別支援学

校で 名の児童・生徒に適切に対応することが 要となることから、

以 も、対 となる児童・生徒の の確保を 一に、人 呼 の を適

切に実施していきます。 
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ろうからの 期

の については、

からの に

よる健 の保 や、 で

じ を しむ 育

の充実等を目的として、
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の ル 業を実施し、

期 の を行う

の や 点等をま

とめた「 ろうからの

期 シリンジ に関

 
46 教育、福祉、医療等の関 や関 関、保護者の代 者などの関 者から 成される 会で、都立学校における医療

的 児に関する 的な 体制の に向け、実施体制の点 、課題の把握と解決 の 等を行っている。 
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する ラ ン」を に 定しました。 以 、 の

った都立 体 特別支援学校から、 次 期 の による の を実

施しています。 

以 も、都立 体 特別支援学校で き き実施するとともに、

一人でも くの児童・生徒に な ができるよう、対 となる児童・生徒の

や 物

ル ー

対応、 の

体制、校内体

制の確立等、

実施方法に

ついて

していきま

す。 

 

 的 専用通学 の  

ール の 内での医療的 を必要とする

児童・生徒の通学については、 内での な

確保が しいことから保護者の に委ねられてい

ましたが、医療的 を必要とする児童・生徒の学

習 会の確保と通学保障のため、 成 30 から、

都立 体 特別支援学校において、 護 が

乗する 用通学 の 行を しました。 

しかし、乗 中の医療的 を行う 護 が

する状況が いており、 護 等の人 確保を 化

する必要があります。 

このため、 護 の 形態の 化や、 用通

学 乗 の報 価の き上げ、 護 以 の

の新設等による校内で医療的 を実施する人

確保などにより、 に している 護 の 用通

学 の乗 を一 促していきます。 

また、 体 特別支援学校以 の都立特別支援学校等にも 内での医療的

を必要とする児童・生徒が していることから、都立 的障害特別支援学

校に する児童・生徒や 的障害教育 と 体 教育 を する学

都 体 特別支援学校の の （ 通 、 期 ）  

的 専用通学  

的 専用通学 での 
師による 的 の様  
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校の 的障害教育 に する児童・生徒についても、 護 が 乗する 用

通学 の乗 対 とし、 を 行する ル 業を に実施します。 

ル 業では、都立 体 特別支援学校の児童・生徒とは障害特性等が

なる中、 内で かつ適切に医療的 を実施するために必要な学校体制・

等を し、 以 、 ル 業の成 を踏まえ、 行を

ル校以 の学校にも することを していきます。 

こうした 組に え、児童・生徒が障害の状態等により 用通学 の乗

が で や 、 用 等による通学ができない場 には、通学 とし

て 用する福祉 シー等に る 通 を 学 業により支援します。 

 

 の専門的知 の活用 

都教育委員会では、 医が作成する医療的 指示 に基づき、医療的

を かつ適切に実施できるよう、学校における医療的 の実施 等を

し、 を確保する立場から指導・ 言を行う指導医を都立特別支援学校が委

できるようにするとともに、 護 の に え、 護 ・

護 を してきました。 

一方、医療的 の 化・ 化が進んでいることから、保護者や 医と、

都立特別支援学校や指導医が、学校で実施 能な医療的 の について 通

解を図ることの 要性が しています。 

このため、医療的 実施に る個別課題のう 、新たな の対応等の学

校での解決が な課題について、 医・指導医・医療的 会委員

である医 の 者による「 ールカン ン ーム」を都教育委員会に設

した上で、カン ン の中で ームによる「 通 見」を形成し、学校等

に 言する仕組みを します。 

 

 学 の保 者付 いの短 化 

医療的 児については、 学後、学校 護 等に対 方法などの を行

うまでの 、保護者に付 いを しています。これまで、医療的 児が

又は新たに 学する ての都立特別支援学校において、新 生・ 校生を問わず、

保護者付 い期 の を図ってきましたが、特に人 呼 など、 な医療

的 が必要な場 は、付 い期 が長期化する ー が生じています。 

このため、 から、都立 体 特別支援学校 校において、健

等の医療的 実施に向けた を 学 から行うなど、保護者の付 い期

の に向けた ル 業に り組むこととしました。 
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校の 的障害教育 に する児童・生徒についても、 護 が 乗する 用

通学 の乗 対 とし、 を 行する ル 業を に実施します。 

ル 業では、都立 体 特別支援学校の児童・生徒とは障害特性等が

なる中、 内で かつ適切に医療的 を実施するために必要な学校体制・

等を し、 以 、 ル 業の成 を踏まえ、 行を
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都教育委員会では、 医が作成する医療的 指示 に基づき、医療的

を かつ適切に実施できるよう、学校における医療的 の実施 等を

し、 を確保する立場から指導・ 言を行う指導医を都立特別支援学校が委

できるようにするとともに、 護 の に え、 護 ・

護 を してきました。 

一方、医療的 の 化・ 化が進んでいることから、保護者や 医と、
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校での解決が な課題について、 医・指導医・医療的 会委員

である医 の 者による「 ールカン ン ーム」を都教育委員会に設

した上で、カン ン の中で ームによる「 通 見」を形成し、学校等
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 学 の保 者付 いの短 化 

医療的 児については、 学後、学校 護 等に対 方法などの を行

うまでの 、保護者に付 いを しています。これまで、医療的 児が
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等の医療的 実施に向けた を 学 から行うなど、保護者の付 い期

の に向けた ル 業に り組むこととしました。 
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は、体制の 化を図りながら ル 業の対 校を医療的 児

が 又は新たに 学する都立特別支援学校 校に し、保護者付 いの

に向けた を行います。 

また、 以 も、 ル 業の成 の を踏まえ保護者付 い期

の を図っていきます。 
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切れ目なく行う必要があります。 
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が 、 もがいきいきと できる 生 の実
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発達障害教育の指導内容・方法の充実を図るとともに、区市町村に対して特別支援教室の運営
に係る支援策を実施するなど、発達障害教育を推進

 障害児の放課後等支援事業【福保】 ④１億円（③0.3億円）
重症心身障害児や医療的ケア児に対する放課後等支援の充実を図るため、特別支援学校や放課
後等デイサービス事業者と連携しながら、専門職の配置や送迎支援等を行う区市町村を支援

新

♦ 発達障害教育支援員の確保の取組
小中学校の在籍学級において、対象児童・生徒に寄り添ってサポートする支援員の補助単価を引き上げ

♦ ＣＳＶ（センター的機能スーパーバイザー）の設置
発達障害のある高校生への支援ノウハウを持ち、特別支援学校の教員を指導・助言できる教員を配置

新
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児童・生徒の障害の状態等は一人一人 なり、それに

より必要となる特別な指導内容や 的 を む支援

の内容も なることから、通 の学 、特別支援教 や

通 による指導、特別支援学 、特別支援学校は、連

性のある学びの場としてそれぞれ指導の充実を図ってい

ます。 

その上で、障害者 を踏まえ、障害のある児童・

生徒と障害のない児童・生徒ができる け じ場でとも

に学 ことを目指していくために、都教育委員会は、児

童・生徒の発 の程 や適応の状況等を して、

に 学ができるようにしてきました。 

また、都立特別支援学校に する児童・生徒につい

ても、 する地域とのつながりを ・ できるよ

うにすることが 切であることから、都教育委員会では、

成 19 から、 ・中学 に する児童・生徒のう

、希望者を対 とする 制 を導 しました。 成

27 学生からは、 員が をもつこととして

います。 

都立特別支援学校では、都教育委員会がこれまでに作

成した「 」や「

」を活用するとともに、新 生の保護者に対して

制 についての 解を促し、特別支援教育 ー ネ

ー ー等が地域指定校47となる ・中学校において 解

進 業48を実施するなど、 制 による の充実を図っています。 

また、 教育委員会に対しても、 についての を して行っていま

す。 

制 による 活動は、児童・生徒の 解を育み、 生社会の実現に向け

て きな があることから、児童・生徒本人や保護者の 向を踏まえつつ、 き

き 会の確保に向けた 組を 進していきます。その 、都立特別支援学校の児

 
47 特別支援学校に する児童・生徒が、 制 を 用して 次的な （ ）を く学校で、 として に も い

学校又は中学校（通学 域を定めている場 は、通学 域内の 学校又は中学校）のこと。 
48 における「地域指定校」の児童・生徒に、障害の 解を めるために特別支援学校の学 や特別支援教育 ー

ネー ーが行う 業のこと。 
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に 学ができるようにしてきました。 

また、都立特別支援学校に する児童・生徒につい

ても、 する地域とのつながりを ・ できるよ

うにすることが 切であることから、都教育委員会では、

成 19 から、 ・中学 に する児童・生徒のう

、希望者を対 とする 制 を導 しました。 成

27 学生からは、 員が をもつこととして

います。 

都立特別支援学校では、都教育委員会がこれまでに作

成した「 」や「

」を活用するとともに、新 生の保護者に対して

制 についての 解を促し、特別支援教育 ー ネ

ー ー等が地域指定校47となる ・中学校において 解

進 業48を実施するなど、 制 による の充実を図っています。 

また、 教育委員会に対しても、 についての を して行っていま

す。 

制 による 活動は、児童・生徒の 解を育み、 生社会の実現に向け

て きな があることから、児童・生徒本人や保護者の 向を踏まえつつ、 き

き 会の確保に向けた 組を 進していきます。その 、都立特別支援学校の児

 
47 特別支援学校に する児童・生徒が、 制 を 用して 次的な （ ）を く学校で、 として に も い

学校又は中学校（通学 域を定めている場 は、通学 域内の 学校又は中学校）のこと。 
48 における「地域指定校」の児童・生徒に、障害の 解を めるために特別支援学校の学 や特別支援教育 ー

ネー ーが行う 業のこと。 

  

79 
  31 

童・生徒が、 業内容を かり、学習活動に している実 ・ 成 をもてるよう

にするために、 する場面の 定も一 に行えるようにしていきます。 

その一 として、学 進行とともに 制 の 用者の割 が するなどの状況

があることを踏まえ、保護者等を対 とした を実施して現 の課題を改めて把握

します。 

また、 の を し、 的な保護者等 の 及 発 の立 等、 後の対

応 を するとともに、特別支援学 と通 の学 との を め、新たな

を し、「 」や「 」の改 を行いま

す。 

都立特別支援学校の ・中学 及び地域指定校となる ・中学校には、

ール により一人 が されました。 ジ ルの活用により、都立特別

支援学校の児童・生徒が、 校にいながら地域指定校との 活動を実施すること

も期 されています。こうした より な形態での 活動についても実施し、

その の 能性を していきます。そのため、 行する都立特別支援学校を指定

し、実施による の や実施上の課題点等を把握します。  

 

 

 

都教育委員会では、都立特別支援学校の適 な と の実施による通学 域の

や、 ール の 等による通学 の によって、通学 を とす

る 対 が しく してきたことを として、 成 16 に 11 あった

を 成 28 までに に しました。 

また、都立特別支援学校に する生徒が、 設 校と 設 校の別にかかわ

らず、 施設を活用することができるよう、 業日等の長期 業期 におけ

る 活用を進めてきました。 

後も、通学 な児童・生徒の通学を保障するため、 に した を適

切に するとともに、長期 業期 中も を に活用し、 業等の 力を

ながら、生徒の 適応力の向上や学校を えた 活動の充実のための 組を実施

していきます。 
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個別事業 
平成 29～令和 3 年度 
(第一次実施計画) 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

 
 

別

 

 
実  

特別支
援学校のス ール
スの 化・コー

ス設定の な
による 時間の

 

特別支
援学校のス ール

スの 化・コー
ス設定の な
による 時間の

 

  

 実 

 

 
実施  

・ の
配置 
・ 的ケア

会における課
検討 

・ の
配置 
・ 的ケア

会における課
検討 

  

 
 

都立 特
別支援学校全校で
実施 

都立 特
別支援学校全校で
実施 

  

 
 

都立 特
別支援学校全校で
実施 

都立 特
別支援学校全校で
実施 

  

 

 

・ の  
・ の  

・都立特別支援学
校の知的 教育

等で デル事
業を実施 

・都立特別支援学
校の知的 教育

等で 拡大
を検討 

 

 
 

「ス ール ン
ンス ーム」設置

に向けた検討 

「ス ール ン
ンス ーム」を設

置し、学校等に助
言 

  

 
 

校で デル事業
を実施 

・ の 化を
り、都立特別支

援学校全校で デ
ル事業を実施 

・ デル事業の成
果検 を た

い 間 の
取組を検討 

 

 
 

情報共有、 分
の明 化のた

の の設置等、連
携の の推進 

情報共有、 分
の明 化のた

の の設置等、連
携の の推進 

  

 
度 実

 

への理解促
進や理解推進事業
の実施 

・ を実施し、
果の分析に

策を検討 
・デジタルを活用し
た交流活動の  

・ 果に
き、 等
を し・改   

・デジタルを活用し
た交流活動の事例
を周知 

 施
 

・ の な
による 学

な ・ の
学の  

・ 業 間
の を活用し
た の集団

の向 や学校を
た交流活動の

充実 

・ の な
による 学

な ・ の
学の  

・ 業 間
の を活用し
た の集団

の向 や学校を
た交流活動の

充実 

  

年次計画 
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